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健康増進事業（住民検診）の実施に関する事務　重点項
目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

金沢市は、健康増進事業（住民検診）の実施に関する事務における特定個
人情報ファイルの取扱いに当たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人
のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個
人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切
な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んで
いることを宣言する。
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[平成30年５月　様式３]

 評価実施機関名

金沢市長

 公表日

令和5年7月7日



項目一覧

Ⅴ　評価実施手続

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

　（別添２）　変更箇所

Ⅳ　開示請求、問合せ

Ⅰ　基本情報

（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅲ　リスク対策



Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称

 ③他のシステムとの接続

健康増進事業（住民検診）の実施に関する事務

 ②事務の内容

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 ①システムの名称 健康情報システム

 ③対象人数

健康増進法（平成十四年法律第百三号）に基づき、以下の事務を実施する。
お勤めされていない方などのうち特定の年齢の方を対象とし、受診券を交付し受診勧奨する。
①対象者に受診券を発送する。
②対象者は、医療機関での個別検診か特定の施設での集団検診で受診する。
③受診データが金沢市に送付される。

また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」とい
う。）の別表第１の項番111の規定により、健康増進法第17条第１項及び第19条の２の健康増進事業の
実施に関する事務において個人番号を利用する。

＜中間サーバー・番号連携システムにおける事務の内容＞
・新規個人番号の宛名情報が連携された際に、情報提供用個人識別符号の取得要求を行う。（番号連
携システム要件）
・番号法別表第２に記載されている提供側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムに
提供する。（番号連携システム、中間サーバー要件）
・番号法別表第２に記載されている照会側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムを使
用して取得する。（番号連携システム、中間サーバー要件）

①入力機能
・検診を受けた者の入力や履歴の管理する。
②照会機能
・対象者の把握並びに検診の受診履歴及び受診結果の確認をする。
③発券機能
・対象者に受診券を発行する。
④データ抽出・集計機能
・受診結果等の抽出・集計をする。

[ 10万人以上30万人未満

 ②システムの機能

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] その他 （ 申請管理システム )

[ ○ ] 宛名システム等 [

] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○[

1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満

]

＜選択肢＞
2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

 システム1

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム



[ ○ ] 宛名システム等 [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 システム2～5

 システム2

 ①システムの名称 既存住民基本台帳システム

 ②システムの機能

①住民記録管理機能
・住民基本台帳法に規定する住所、氏名、生年月日、性別、続柄、世帯等の基本項目の管理を行い、住
民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を更新するため、４情報（氏名、住所、生年月日、性
別）等の提供を行う。また、転入届に基づき住民票の記載をした際は、転出元市町村に対して記録事項
を通知（転入通知）し、住民の異動で本籍地が本市以外の場合は、本籍地に修正をすべき事項を通知
（附票通知）する。

②住民票の写し等の交付機能
・住民からの交付申請に応じて住民票の写し等の発行を行う。

③住民基本台帳の統計機能
・異動種別や人口動態の集計表を作成する。

④法務省への通知事項の作成機能
・外国人住民票の記載等に応じて、市町村通知の作成を行う。

⑤連携機能
・国民健康保険，介護保険，後期高齢者医療などの住民票記載項目及び庁内事務で使用する住民情報
の連携を行う。

<<本事務における使用機能及びその使用目的>>
・住民検診対象者の住民票異動情報を基に遅滞なく把握し、住民検診対象者情報を最新化するために
住民記録管理機能を使用する。

○

[

[ ○ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

[ ○ ] その他 （

戸籍システム、市税滞納管理システム、健康情報システム、介護保険システ
ム、市営住宅管理システム、福祉保健総合システム、後期高齢者医療制度
保険料徴収システム、国民健康保険事務処理標準システム、国民年金受付
システム、子ども・子育て支援システム、申請管理システム

)

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム



 システム3

 ①システムの名称 税務システム

 ②システムの機能

①課税情報管理機能
・各税目ごとに課税情報の管理を行う。

②賦課機能
・賦課内容を管理し、更正若しくは決定を行い、本人あて通知する。

③収納滞納管理機能
・収納・滞納状況を管理し、督促状等の発送及び還付・充当処理を行う。

④宛名管理機能
・納税者の宛名等を管理する。

<<本業務における使用機能及びその使用目的>>
・住民検診対象者の所得情報を遅滞無く把握し、対象者の自己負担額等の情報を最新化するために課
税情報管理機能を使用する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

 システム4

 ①システムの名称 番号連携システム

 ②システムの機能

①宛名管理機能
・既存業務システムから住登者データ、住登外データを受領し、番号連携サーバー内の統合宛名DBに
反映を行う。

②統合宛名番号の付番機能
・個人番号が新規入力されたタイミングで、統合宛名番号の付番を行う。

③符号要求機能
・個人番号を特定済みの統合宛名番号を中間サーバーに登録し、中間サーバーに情報提供用個人識別
符号の取得要求・取得依頼を行う。
・中間サーバーから返却された処理通番は住基GWへ送信する。

④情報提供機能
・各業務で管理している別表第２の提供業務情報を受領し、中間サーバーへの情報提供を行う。

⑤情報照会機能
・中間サーバーへ他団体への情報照会を要求し、返却された照会結果を画面表示または、各業務システ
ムにファイル転送を行う。

[ ○ ] その他 （ 市税滞納管理システム )

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （
中間サーバー、国民健康保険事務処理標準システム、介護保険システム、
福祉保健総合システム、健康情報システム、子ども・子育て支援システム

)

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム



 法令上の根拠 番号法第９条第１項　別表第１の111の項

 ４．個人番号の利用 ※

住民検診ファイル

 ３．特定個人情報ファイル名

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

 システム5

 ①システムの名称 中間サーバー

 ②システムの機能

①符号管理機能
・情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と情報保有機関内で個人を特定するために
利用する「団体内統合宛名番号」を紐付け、その情報を保管・管理する。

②情報照会管理機能
・情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会及び情報提供受領（照
会した情報の受領）を行う。

③情報提供機能
・情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報（連携対象）の提
供を行う。

④既存システム接続機能
・中間サーバーと既存業務システム、番号連携システム及び既存住民基本台帳システムとの間で情報
照会内容、情報提供内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について連携する。

⑤情報提供等記録管理機能
・特定個人情報（連携対象）の照会又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する。

⑥情報提供データベース管理機能
・特定個人情報（連携対象）を副本として保管・管理する。

⑦データ送受信機能
・中間サーバーと情報提供ネットワークシステム（インターフェースシステム）との間で情報照会、情報提
供、符号取得のための情報等について連携する。

⑧セキュリティ管理機能
・特定個人情報（連携対象）の暗号化及び複号や電文への署名付与、電文及び提供許可証に付与され
ている署名の検証、それらに伴う鍵管理を行う。また、情報提供ネットワークシステム（インターフェースシ
ステム）から受信した情報提供ネットワークシステム配信マスター情報を管理する。

⑨職員認証・権限管理機能
・中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報
（連携対象）へのアクセス制御を行う。

⑩システム管理機能
・バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼働状態の通知、保管期限切れの情報を削除する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

 システム6～10

[ ] その他 （ )

] 税務システム

 システム11～15

 システム16～20



 ７．他の評価実施機関

 ①実施の有無

 ②法令上の根拠

・番号法第19条第８号（特定個人情報の提供の制限）及び別表第２

（別表第２における情報提供の根拠）
第３欄（情報提供者）に「市町村長」が含まれる項のうち、第４欄（特定個人情報）に「健康増進法による健
康増進事業」が含まれる項（136の項）

（別表第２における情報照会の根拠）
第１欄（情報照会者）に「市町村長」が含まれる項のうち、第２欄（事務）に「健康増進法による健康増進事
業」が含まれる項（136の項）

 ５．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ②所属長の役職名 福祉健康局健康政策課長

 ６．評価実施機関における担当部署

 ①部署 福祉健康局健康政策課

[ ]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

実施する



）

個人番号、その他識別情報（内部番号）：本人確認及び内部情報照会の索引とするために必要
４情報：本人確認資料のために必要
健康・医療関係情報：検診結果の管理のために必要

[

[ ○ [

[

・業務関係情報

[

[

 ⑤保有開始日 平成27年10月以降

 全ての記録項目

 その妥当性

 ⑥事務担当部署 福祉健康局健康政策課

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

 ③対象となる本人の範囲　※ 住民基本台帳に記録された本市住民で検診等の対象者。

 その必要性
健康増進法として実施される検診等を受けようとする住民が事業の対象者であるか否かの確認に必要
なため。

 ④記録される項目

 ②対象となる本人の数

 １．特定個人情報ファイル名

住民検診ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※ [ システム用ファイル

[ 10万人以上100万人未満

[

] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）

・識別情報

・連絡先等情報

○

 主な記録項目　※

[

] 医療保険関係情報 ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ [

]

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

]

] 1） 10項目未満 2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満

＜選択肢＞

4） 100項目以上

] 個人番号 ] その他識別情報（内部番号）

] 連絡先（電話番号等）

] その他住民票関係情報

] 国税関係情報 ] 地方税関係情報 ] 健康・医療関係情報

] 障害者福祉関係情報

] 学校・教育関係情報

] 災害関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

] 年金関係情報

100項目以上

[

[

○

（

[

別添１を参照。

[

[ ] 個人番号対応符号 ○

[

] その他

[

] 生活保護・社会福祉関係情報 [

[ ] 雇用・労働関係情報



] フラッシュメモリ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）] 紙 [ ○

] その他

[ ○

[

（

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署 （ 市民課 ）

[ （

 ③使用目的　※

 使用部署 福祉健康局健康政策課

 ３．特定個人情報の入手・使用

 使用者数

 ④使用の主体

] その他 （

）

[ [] 電子メール [

[

 ②入手方法

）

[

 ⑤使用方法

[

健康増進事業の実施に関して、住民情報、検診結果情報の照会、入力等が必要なため。

 ①入手元　※

[

 ⑥使用開始日 平成28年1月1日

 情報の突合 受診結果と住民票関係情報の突合し、資格有無の確認を行う。

10人以上50人未満

）

[ ] 民間事業者 （

（

] 本人又は本人の代理人

] 情報提供ネットワークシステム

] 庁内連携システム] 専用線

] 地方公共団体・地方独立行政法人

）

○ 庁内ＬＡＮ ）

] 行政機関・独立行政法人等

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満

[ ○

[

①がん検診等を受診した結果をシステムに取り込み管理する。
②結果の集計を行う。

5） 500人以上1,000人未満

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上



 ③委託先名

再
委
託

 委託事項1

 ①委託内容
健康情報システムの保守作業、職員からの問い合わせに対する調査回答及び軽微な法制度改正への
対応等

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

再委託しない

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

 ④再委託の有無　※

 委託事項11～15

[

[

[

富士通Japan株式会社

]

＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満

 委託の有無　※

 ②委託先における取扱者数

 委託事項2～5

 委託事項6～10

 委託事項16～20

1） 再委託する 2） 再委託しない

健康情報システム運用支援業務

（

]

）　件

＜選択肢＞
1） 委託する 2） 委託しない

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

10人未満

委託する

1



 提供先16～20

本市の住民検診の対象者

 提供・移転の有無

 ③提供する情報

（ 1 ] 移転を行っている （

健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの

] フラッシュメモリ

）[ ] その他 （

 提供先2～5

 ①法令上の根拠 番号法第19条第８号　別表第２の136の項

情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供の求めがある都度

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

 ⑦時期・頻度

[ ○

市町村長 提供先1

] 提供を行っている ） 件

 提供先6～10

 提供先11～15

 ②提供先における用途 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

] 行っていない

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

） 件 [

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

10万人以上100万人未満

[

[

[ [

[

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール



 移転先11～15

 移転先6～10

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

[ [

[ [
 ⑥移転方法

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

] 庁内連携システム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

[ ] その他 （

[ ] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 移転先2～5

 移転先1

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

[

5） 1,000万人以上

 ７．備考

 ６．特定個人情報の保管・消去

 保管場所　※

<本市における措置>
①生体認証装置を設置した、あらかじめ許可された者のみが入室できる場所のサーバラック内のサー
バーに保管し、一部のものは磁気テープに書き出して保存している。
②紙媒体は、施錠された保管庫に保存している。

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
　①中間サーバー・プラットフォームは、データセンターに設置しており、データセンターへの入館及び
サーバー室への入室を厳重に管理する。
　②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアッ
プもデータベース上に保存される。

 ①法令上の根拠

）

 ③移転する情報

 ⑦時期・頻度

 ②移転先における用途

 移転先16～20



 （別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

別紙のとおり



 ユーザ認証の管理

 具体的な管理方法

・健康情報システムを利用する必要がある職員を特定するとともに、当該職員の職責によりアクセス権
限を設定しており、個人ごとにユーザＩＤを割り当て、ＩＤ及びパスワードによる認証を行う。
・職員毎に個人番号の参照権限を設定し、参照権限を有する職員のみ個人番号を参照可能とする。
・成りすましによる不正を防止する観点から、共用ＩＤの利用を禁止する。
・業務上アクセスが不要となったユーザIDやアクセス権を変更又は削除する。
・端末機を利用する必要がある職員を特定した上で、個人ごとのユーザーID を割り当てし、端末機利用
時にはID、パスワード及び生体情報による二要素認証を行っている。

 その他の措置の内容 -

[ 十分である リスクへの対策は十分か

Ⅲ　リスク対策　※（７．②を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスクへの対策は十分か

 ３．特定個人情報の使用

 リスクへの対策は十分か

 リスク：　目的外の入手が行われるリスク

本市市民課（住民基本台帳関係情報）からの入手
・あらかじめ定められたバッチ処理にて情報を入手するため、対象者以外の情報を入手することはない

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクに対する措置の内容

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

・健康情報システムは、業務に関係の無い情報を保有していない。
・システム間の連携を行う「番号連携システム」については、法令に定められた部署以外からのアクセス
が行えないような仕組みを構築する。また、番号連携システムへは、権限のない者の接続を認めない。

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

＜入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク＞
・庁内におけるシステム間連携については、外部ネットワークから遮断された独自のネットワークで運用する。

[

 １．特定個人情報ファイル名

住民検診ファイル

]

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

十分である

[ 十分である

3） 課題が残されている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

] 1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞[ 行っている



 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

[ 十分に行っている

・特定個人情報の第三者への開示又は提供を禁止する。
・特定個人情報の目的外利用を禁止する。
・特定個人情報の複製及び外部への持出しを禁止する。
・情報の漏えい、滅失又はき損を防止するため、特定個人情報を適切に管理する。
・漏えい事案等が発生した場合に速やかに報告する。
・作業期間の過ぎた特定個人情報を完全に消去又は廃棄する。
・特定個人情報を取り扱う従業者名簿を事前に提出する。
・従業者等に対して特定個人情報の保護に関して必要な事項を周知するための必要な措置を講じる。
・個人情報の取扱い状況について契約期間内に一度以上チェックを行い報告する。
・必要があれば、本市職員が現地調査する。
・再委託を原則禁止する。再委託をする場合は、事前に委託元の承認を必要する。

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
担保

＜従業者が事務外で使用するリスク＞
・職員を受講対象として個人情報保護及び情報セキュリティに関する研修会を年１回実施し、目的外利用の禁止等について徹底する。
・健康情報システム内での特定個人情報の更新・参照・発行の記録をアクセスログとして保管する。
（アクセスログ項目：処理日時、職員情報、部署情報、端末情報、処理事由、宛名番号、処理内容など）
・アクセスログは１年間ハードディスクに保存し、それ以前のアクセス記録については、７年間分媒体による管理を行う。

＜特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク＞
・健康情報システムの構成上、個人番号を含む個人情報ファイルへ許可された処理以外のアクセスは発生しない。
・外部媒体へのデータの書き出しをシステム側で禁止しており、申請があった場合のみ書き出しを許可し、データの書き出しは特定の端
末で実施する。

十分である

] 委託しない[

 具体的な方法

・契約書において委託元の承諾を受けることを要件としており、第三者への委託承諾申請書、委託先と
再委託先との個人情報の機密保持に関する協定書、委託先代表者及び再委託先の従業者については
規約等に関する誓約書を事前に提出させ、再委託先も委託先同様の安全管理措置を遵守することを確
認する。
・必要があれば、本市職員が現地調査する。

[

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスクへの対策は十分か

] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

ｰ その他の措置の内容

2） 十分である

定めている[

 リスク：　委託先における不正な使用等のリスク

 規定の内容

＜委託先におよる特定個人情報の不正な提供に関するリスク＞
・委託先に特定個人情報を保管させない。
・外部媒体へのデータ書き出しをシステム側で禁止する。
・必要があれば、本市職員が現地調査する。
・再委託先においても委託先と同様の安全管理措置を遵守することを書面にて確認する。

＜委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク＞
委託契約上、以下の措置をとる旨を規定する。
・データか紙かを問わず、作業期間の過ぎた特定個人情報は廃棄する。
・委託契約の報告条項に基づき、委託期間の終了後に廃棄完了の報告を書面にて報告する。
・必要があれば、本市職員が現地調査する。

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

] 1） 特に力を入れて行っている
3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

2） 十分に行っている
＜選択肢＞



] 提供・移転しない

 特定個人情報の提供・移転
に関するルール

 リスクへの対策は十分か

]

十分である

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

 リスク：　不正な提供・移転が行われるリスク

 その他の措置の内容

 リスク２： 不正な提供が行われるリスク

] 接続しない（提供）[ ] 接続しない（入手）

＜不適切な方法で提供・移転が行われるリスク＞
・既存システム相互間の連携はシステム上、番号法及び本市条例上認められる提供及び移転のみが行われる仕組みとなっており、不
適切な方法で提供又は移転されることはない。

＜誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク＞
・既存システム相互間の連携はシステム上、番号法及び本市条例上認められる提供及び移転のみが行われる仕組みとなっており、
誤った情報を提供・移転及び誤った相手に提供・移転にされることはない。
・データの書き出しは、申請があった際に特定の端末で実施する。

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

[ 十分である

1） 定めている 2） 定めていない

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

・番号法及び番号法に基づく本市条例規則により規定された事項のみ行う。
・職員を受講対象として個人情報保護及び情報セキュリティに関する研修会を年１回実施したうえで、研
修内容に沿った運用が出来ているかチェックする

[ 定めている ＜選択肢＞

外部媒体へのデータ書き出しをシステム側で禁止しており、申請があった場合のみ書き出しを許可して
いる。

[

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） [

2） 十分である

[

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜番号連携システムのソフトウェアにおける措置＞
①番号連携システムの職員認証・権限管理機能により、ログイン時の職員認証のほか、ログイン・ログ
アウトを実施した職員、時刻、操作内容等を記録することで、不適切な端末操作や情報照会・情報連携
を抑止する。

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
①情報照会機能（※１）により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可
証の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、
情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つ
まり、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリ
ティリスクに対応している。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログ
アウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切
なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。

（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機
能
（※２）番号法別表第２及び第19条第15号に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照会・
提供可能な特定個人情報をリスト化したもの
（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人
情報へのアクセス制御を行う機能

 リスクへの対策は十分か ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている



 リスクに対する措置の内容

＜番号連携システムのソフトウェアにおける措置＞
①慎重な対応が求められる情報（ＤＶ被害者など）については中間サーバーにて情報照会に対する自動
応答がなされないよう、自動応答を不可とする個人（団体内統合宛名番号など）又は特定個人情報を管
理し、中間サーバーの自動応答不可フラグを設定することで、特定個人情報が不正に提供されるリスク
に対応している。
②番号連携システムの職員認証・権限管理機能により、ログイン時の職員認証のほか、ログイン・ログ
アウトを実施した職員、時刻、操作内容等を記することで、不適切な端末操作や情報照会などを抑止す
る。

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
①情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供
ネットワークシステムから入手し、中間サーバーに格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リス
トに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。
②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワーク
システムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した
情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
③特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定
し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定
個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト
を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ
ンライン連携を抑止する仕組みになっている。

（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う
機能。

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

]

－

[ 十分である 2） 十分である リスクへの対策は十分か



 １０．その他のリスク対策

 リスクへの対策は十分か

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラ
シの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現
する。

-

<業務システムの運用における措置>
・職員に対して、個人情報保護に関する研修の受講を義務付ける。
・委託業者に対しては、契約内容に個人情報保護に関する規定を設ける。

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
・中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施す
る。
・中間サーバー・プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等について研修を行う。

 ８．監査

 実施の有無

 従業者に対する教育・啓発

 具体的な方法

 ９．従業者に対する教育・啓発

 その内容

[ 十分に行っている

 リスク：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

 ②過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

 ①事故発生時手順の策定・
周知

[ ] 1） 発生あり発生なし

[ 十分である

 再発防止策の内容

 その他の措置の内容

・サーバー設置場所に生体認証装置を設置し、あらかじめ許可された者のみが入室できる。
・記憶媒体及び紙媒体の保管場所について施錠管理する。
・停電(落雷等)によるデータの消失を防ぐために、サーバーとその周辺機器は無停電電源装置に接続す
る。
・火災によるデータ消失を防ぐために、サーバー設置場所に消火設備を完備する。
・ウイルス対策ソフトの定期的パターン更新を行う。
・定期的にバックアップを行う。

＜選択肢＞
2） 発生なし

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている
3） 十分に行っていない

2） 十分に行っている

 ７．特定個人情報の保管・消去

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

] 自己点検 ] 外部監査

]

[] 内部監査[ ○ [

[ 十分に行っている

○

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置



 ２．国民・住民等からの意見の聴取　【任意】

 ②しきい値判断結果 ＜選択肢＞
1） 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる
2） 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に重点項目評価を実施）
3） 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に重点項目評価を実施）

][ 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる

 ②方法

 ③結果

 ３．第三者点検　【任意】

 ①実施日

 ①方法

 ③主な意見の内容

 ②実施日・期間

 ③法令による特別の手続

 ④個人情報ファイル簿への不
記載等

Ⅴ　評価実施手続

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

Ⅳ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
金沢市都市政策局広報広聴課市政情報係
920-8577 金沢市広坂１丁目１番１号
076-220-2348

 ②請求方法 指定様式による書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。

 １．基礎項目評価

 ①実施日 令和3年3月31日

 ①連絡先 福祉健康局健康政策課　電話　076-220-2233

 ②対応方法
・問い合わせの受付時に受付票を起票し、対応について記録を残す。
・情報漏えい等の重大な事案に関する問い合わせについて、規定に定められた担当部署に速やかに連
絡し、協議のうえ対応する。



保健局健康政策課長　山口　和俊 事後 重要な変更項目でないため

特定個人情報の漏えいその
他の
事態を発生させるリスクを明ら
かに軽減させる変更のため

III リスク対策
３．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
具体的な管理方法

システムを利用する職員を特定し、システム管
理者が個人ごとにユーザーＩＤを割り当てるとと
もに、ＩＤとパスワードによる認証を行っている。

項目

重要な変更項目でないため

I 基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム２
③他のシステムとの接続
その他

ダウンリカバリシステム、戸籍システム、市税滞
納管理システム、健康情報システム、介護保険
システム、市営住宅管理システム、福祉保健総
合システム、後期高齢者医療制度保険料徴収
システム、国民健康保険システム、国民年金受
付システム、子ども・子育て支援システム、市営
住宅駐車場管理システム

ダウンリカバリシステム、戸籍システム、市税滞
納管理システム、健康情報システム、介護保険
システム、市営住宅管理システム、福祉保健総
合システム、後期高齢者医療制度保険料徴収
システム、国民健康保険システム、国民年金受
付システム、子ども・子育て支援システム、就園
奨励システム

IV 開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・停
止・利用停止請求

金沢市市長公室広報広聴課市政情報係 金沢市都市政策局広報広聴課市政情報係 事後

・システムを利用する職員を特定し、システム管
理者が個人ごとにユーザーＩＤを割り当てるとと
もに、ＩＤとパスワードによる認証を行っている。
・端末機を利用する必要がある職員を特定した
上で、個人ごとのユーザーID を割り当てし、端
末機利用時にはID、パスワード及び生体情報に
よる二要素認証を行っている。

事後

事後 重要な変更項目でないため

I 基本情報
６．評価実施機関における担
当部署
②所属長

保健局健康政策課長　山森　健直

（別添２）変更箇所

重要な変更項目でないため

V評価実施手続
１．基礎項目評価
①実施日

平成27年10月30日 令和1年6月28日 事後 重要な変更項目でないため

I 基本情報
６．評価実施機関における担
当部署
②所属長の役職名

保健局健康政策課長　山口　和俊 保健局健康政策課長 事後

提出時期に係る説明

I 基本情報
６．評価実施機関における担
当部署
②所属長

保健局健康政策課長　桶田　光一 保健局健康政策課長　山森　健直 事後 重要な変更項目でないため

変更前の記載 変更後の記載 提出時期変更日

平成28年4月1日

平成28年4月1日

平成28年9月1日

平成29年4月1日

平成29年4月1日

平成31年4月1日

令和1年6月28日



重要な変更項目でないため

Ⅲリスク対策
７．特定個人情報の保管・消
去
②過去３年以内に、評価実施
期間において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
その内容

－

帳票印刷作業を含むシステム運用支援委託業
務において、業務受託者作業員がシステムによ
り印刷した帳票を、無断で外部に持ち出したも
の。

事後 重要な変更項目でないため

Ⅲリスク対策
７．特定個人情報の保管・消
去
②過去３年以内に、評価実施
期間において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

発生なし 発生あり 事後

重要な変更項目でないため

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム１
①システムの名称

住民検診システム 健康情報システム 事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出

Ⅲリスク対策
７．特定個人情報の保管・消
去
②過去３年以内に、評価実施
期間において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
再発防止策の内容

－
システム運用支援委託業務において、帳票印
刷作業を行う場合は、必ず職員による監視下で
実施する等の対応を行った。

事後

事後で足りるものの任意に事
前に提出

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム１
③他システムとの接続

なし 既存住民基本台帳システム、宛名システム等 事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム１
②システムの機能

１　照会機能：検診受診者台帳を検索
２　管理機能：検診受診者を管理
３　集計機能：受診結果を基に集計

①入力機能
・検診を受けた者の入力や履歴の管理する。
②照会機能
・対象者の把握並びに検診の受診履歴及び受
診結果の確認をする。
③発券機能
・対象者に受診券を発行する。
④データ抽出・集計機能
・受診結果等の抽出・集計をする。

事前

令和2年6月29日

令和2年6月29日

令和2年6月29日

令和3年3月31日

令和3年3月31日

令和3年3月31日



Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１
③委託先名

ー 富士通株式会社北陸支社 事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１
②委託先における取扱者数

ー 10人未満 事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１
①委託内容

ー
健康情報システムの保守作業、職員からの問
い合わせに対する調査回答及び軽微な法制度
改正への対応等

事後
事後で足りるものの任意に事
前に提出

事後で足りるものの任意に事
前に提出

（別添１）特定個人情報ファイ
ル記録項目

・宛名番号　・個人番号　・氏名　・生年月日　・
性別　・郵便番号　・住所
・医療機関コード　・各種検診受診資格情報、受
診情報

別紙のとおり 事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム２
③他システムとの接続

ダウンリカバリシステム、戸籍システム、市税滞
納管理システム、健康情報システム、介護保険
システム、市営住宅管理システム、福祉保健総
合システム、後期高齢者医療制度保険料徴収
システム、国民健康保険システム、国民年金受
付システム、子ども・子育て支援システム、就園
奨励システム

戸籍システム、市税滞納管理システム、健康情
報システム、介護保険システム、市営住宅管理
システム、福祉保健総合システム、後期高齢者
医療制度保険料徴収システム、国民健康保険
システム、国民年金受付システム、子ども・子育
て支援システム、就園奨励システム

事前

重要な変更

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１

ー 健康情報システム運用支援業務 事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託の有無

委託しない 委託する 事前

令和3年3月31日

令和3年3月31日

令和3年3月31日

令和3年3月31日

令和3年3月31日

令和3年3月31日

令和3年3月31日



Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１
⑥再委託事項

ー
健康情報システムの進捗管理、品質管理、問題
点管理

事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出

Ⅲ　リスク対策
３．個人情報の利用
リスク１：目的を超えた紐付
け、事務に必要のない情報と
紐付けが行われるリスク
リスクに対する措置の内容

住民検診システムは、業務に関係の無い情報
を保有していない。

健康情報システムは、業務に関係の無い情報
を保有していない。

事前 重要な変更

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１
④再委託の有無

ー 再委託する 事前 重要な変更

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１
⑤再委託の許諾方法

ー

再委託先の管理・監督方法、再委託先の名称、
代表者及び所在地、再委託する業務内容、再
委託する業務に含まれる情報の種類、再委託
先のセキュリティ管理体制等により判断の上、
本市、委託業者、再委託業者の間で個人情報
の機密保持に関する協定を結び、委託業者に
第三者への委託承諾申請書を提出させ協定を
結ぶ。

事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出

令和3年3月31日

令和3年3月31日

令和3年3月31日

令和3年3月31日



Ⅲ　リスク対策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託

委託しない 委託する 事前 重要な変更

Ⅲ　リスク対策
３．個人情報の利用
リスク２具体的な管理方法

・システムを利用する職員を特定し、システム管
理者が個人ごとにユーザーＩＤを割り当てるとと
もに、ＩＤとパスワードによる認証を行っている。
・端末機を利用する必要がある職員を特定した
上で、個人ごとのユーザーID を割り当てし、端
末機利用時にはID、パスワード及び生体情報に
よる二要素認証を行っている。

・健康情報システムを利用する必要がある職員
を特定するとともに、当該職員の職責によりアク
セス権限を設定しており、個人ごとにユーザＩＤ
を割り当て、ＩＤ及びパスワードによる認証を行
う。
・職員毎に個人番号の参照権限を設定し、参照
権限を有する職員のみ個人番号を参照可能と
する。
・成りすましによる不正を防止する観点から、共
用ＩＤの利用を禁止する。
・業務上アクセスが不要となったユーザIDやアク
セス権を変更又は削除する。
・端末機を利用する必要がある職員を特定した
上で、個人ごとのユーザーID を割り当てし、端
末機利用時にはID、パスワード及び生体情報に
よる二要素認証を行っている。

事前 重要な変更

Ⅲ　リスク対策
３．個人情報の利用
特定個人情報の使用における
リスク及びそのリスクに対する
措置

＜従業者が事務外で使用するリスク＞
・職員を受講対象として個人情報保護及び情報
セキュリティに関する研修会を年１回実施し、目
的外利用の禁止等について徹底する。

＜特定個人情報ファイルが不正に複製されるリ
スク＞
・住民検診システムの構成上、個人番号を含む
個人情報ファイルへ許可された処理以外のアク
セスは発生しない。
・外部媒体へのデータの書き出しをシステム側
で禁止している。

＜従業者が事務外で使用するリスク＞
・職員を受講対象として個人情報保護及び情報
セキュリティに関する研修会を年１回実施し、目
的外利用の禁止等について徹底する。
・健康情報システム内での特定個人情報の更
新・参照・発行の記録をアクセスログとして保管
する。
（アクセスログ項目：処理日時、職員情報、部署
情報、端末情報、処理事由、宛名番号、処理内
容など）
・アクセスログは１年間ハードディスクに保存し、
それ以前のアクセス記録については、７年間分
媒体による管理を行う。

＜特定個人情報ファイルが不正に複製されるリ
スク＞
・健康情報システムの構成上、個人番号を含む
個人情報ファイルへ許可された処理以外のアク
セスは発生しない。
・外部媒体へのデータの書き出しをシステム側
で禁止しており、申請があった場合のみ書き出
しを許可し、データの書き出しは特定の端末で
実施する。

事前 重要な変更

令和3年3月31日

令和3年3月31日

令和3年3月31日



Ⅲ　リスク対策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定
規定の内容

・特定個人情報の第三者への開示又は提供を
禁止する。
・特定個人情報の目的外利用を禁止する。
・特定個人情報の複製及び外部への持出しを
禁止する。
・情報の漏えい、滅失又はき損を防止するた
め、特定個人情報を適切に管理する。
・漏えい事案等が発生した場合に速やかに報告
する。
・作業期間の過ぎた特定個人情報を完全に消
去又は廃棄する。
・特定個人情報を取り扱う従業者名簿を事前に
提出する。
・従業者等に対して特定個人情報の保護に関し
て必要な事項を周知するための必要な措置を
講じる。
・個人情報の取扱い状況について契約期間内
に一度以上チェックを行い報告する。
・必要があれば、本市職員が現地調査する。
・再委託を原則禁止する。再委託をする場合
は、事前に委託元の承認を必要する。

事前 重要な変更

Ⅲ　リスク対策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの担
保

十分に行っている 事前 重要な変更

Ⅲ　リスク対策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

ー 定めている 事前 重要な変更令和3年3月31日

令和3年3月31日

令和3年3月31日



V評価実施手続
１．基礎項目評価
①実施日

令和1年6月28日 令和3年3月31日 事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム３
①システムの名称

市税総合オンラインデータベースシステム 税務システム 事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出

Ⅲ　リスク対策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
特定個人情報ファイルの取扱
いの委託におけるその他のリ
スク及びそのリスクに対する
措置

委託契約上、以下の措置をとる旨を規定する。
・データか紙かを問わず、作業期間の過ぎた特
定個人情報は廃棄する。
・委託契約の報告条項に基づき、委託期間の終
了後に廃棄完了の報告を書面にて報告する。
・必要があれば、本市職員が現地調査する。

事前 重要な変更

Ⅲ　リスク対策
９．従業者への教育・啓発
具体的な方法

<業務システムの運用における措置>
・職員に対して、個人情報保護に関する研修の
受講を義務付ける。

<業務システムの運用における措置>
・職員に対して、個人情報保護に関する研修の
受講を義務付ける。
・委託業者に対しては、契約内容に個人情報保
護に関する規定を設ける。

事前 重要な変更

Ⅲ　リスク対策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの担
保
具体的な方法

・契約書において委託元の承諾を受けることを
要件としており、第三者への委託承諾申請書、
委託先と再委託先との個人情報の機密保持に
関する協定書、委託先代表者及び再委託先の
従業者については規約等に関する誓約書を事
前に提出させ、再委託先も委託先同様の安全
管理措置を遵守することを確認する。
・必要があれば、本市職員が現地調査する。

事前 重要な変更

Ⅲ　リスク対策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
リスクへの対策は十分か

十分である 事前 重要な変更

令和3年3月31日

令和3年3月31日

令和3年3月31日

令和3年3月31日

令和3年3月31日

令和3年6月28日



Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報の取扱いの
委託
委託項目１
⑤再委託の許諾方法

委託先から再委託の理由、再委託先の管理・監
督方法、再委託先の名称、代表者及び所在地、
再委託する業務内容、再委託する業務に含ま
れる情報の種類、再委託先のセキュリティ管理
体制等により判断の上、本市、委託業者、再委
託業者の間で個人情報の機密保持に関する協
定を結び、委託業者に第三者への委託承諾申
請書を提出させ協定を結ぶ。

－ 事後 重要な変更項目でないため

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報の取扱い委
託項目１
の委託
③委託先名

富士通株式会社北陸支社 富士通Japan株式会社石川支社 事後 重要な変更項目でないため

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報の取扱いの
委託
委託項目１
④再委託の有無

再委託する 再委託しない 事後 重要な変更項目でないため

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
２．基本情報
⑥事務担当部署

保健局健康政策課 福祉健康局健康政策課 事後 重要な変更項目でないため

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
３．特定個人情報の入手・使
用
④使用の主体
使用部署

保健局健康政策課 福祉健康局健康政策課 事後 重要な変更項目でないため

I 関連情報
６．評価実施機関における担
当部署
①部署

保健局健康政策課 福祉健康局健康政策課 事後 重要な変更項目でないため

I 関連情報
６．評価実施機関における担
当部署
②所属長の役職名

保健局健康政策課長 福祉健康局健康政策課長 事後 重要な変更項目でないため

令和3年6月28日

令和3年6月28日

令和3年6月28日

令和3年6月28日

令和3年6月28日

令和3年6月28日

令和3年6月28日



Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報の取扱いの
委託
委託項目１
⑥再委託事項

健康情報システムの進捗管理、品質管理、問題
点管理

－ 事後 重要な変更項目でないため令和3年6月28日

令和3年6月28日

Ⅳ　開示請求、問合せ
２．特定個人情報の取扱いに
関する問合せ
①連絡先

保健局健康政策課 福祉健康局健康政策課 事後 重要な変更項目でないため



令和4年2月22日 

Ⅰ 基本情報 

１．特定個人情報ファイルを取

り扱う事務 

②事務の内容 

健康増進法（平成十四年法律第百三号）に基

づき、以下の事務を実施する。 

お勤めされていない方などのうち特定の年齢

の方を対象とし、受診券を交付し受診勧奨す

る。 

①対象者に受診券を発送する。 

②対象者は、医療機関での個別検診か特定

の施設での集団検診で受診する。 

③受診データが金沢市に送付される。 

 

また、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（以下

「番号法」という。）の別表第１の項番 76 の規

定により、以下の事務において個人番号を利

用する。 

①がん検診等を受診した結果をシステムに取

り込み管理する。 

②結果の集計を行う。 

健康増進法（平成十四年法律第百三号）に基

づき、以下の事務を実施する。 

お勤めされていない方などのうち特定の年齢の

方を対象とし、受診券を交付し受診勧奨する。 

①対象者に受診券を発送する。 

②対象者は、医療機関での個別検診か特定の

施設での集団検診で受診する。 

③受診データが金沢市に送付される。 

 

また、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（以下「番

号法」という。）の別表第１の項番 76 の規定に

より、健康増進法第 17 条第１項及び第 19 条の

２の健康増進事業の実施に関する事務におい

て個人番号を利用する。 

 

＜中間サーバー・番号連携システムにおける事

務の内容＞ 

・新規個人番号の宛名情報が連携された際に、

情報提供用個人識別符号の取得要求を行う。

（番号連携システム要件） 

・番号法別表第２に記載されている提供側業務

について、業務情報を情報提供ネットワークシ

ステムに提供する。（番号連携システム、中間

サーバー要件） 

・番号法別表第２に記載されている照会側業務

について、業務情報を情報提供ネットワークシ

ステムを使用して取得する。（番号連携システ

ム、中間サーバー要件） 

事前 
事後で足りるものの任意に事

前に提出 



令和4年2月22日 

Ⅰ 基本情報 

２．特定個人情報ファイルを取

り扱う事務において使用する

システム 

システム４ 

①名称 

 番号連携システム 事前 
事後で足りるものの任意に事

前に提出 

令和4年2月22日 

Ⅰ 基本情報 

２．特定個人情報ファイルを取

り扱う事務において使用する

システム 

システム４ 

②システムの機能 

 

①宛名管理機能 

・既存業務システムから住登者データ、住登外

データを受領し、番号連携サーバー内の統合

宛名 DB に反映を行う。 

 

②統合宛名番号の付番機能 

・個人番号が新規入力されたタイミングで、統合

宛名番号の付番を行う。 

 

③符号要求機能 

・個人番号を特定済みの統合宛名番号を中間

サーバーに登録し、中間サーバーに情報提供

用個人識別符号の取得要求・取得依頼を行う。 

・中間サーバーから返却された処理通番は住

基 GW へ送信する。 

 

④情報提供機能 

・各業務で管理している別表第２の提供業務情

報を受領し、中間サーバーへの情報提供を行

う。 

 

⑤情報照会機能 

事前 
事後で足りるものの任意に事

前に提出 



・中間サーバーへ他団体への情報照会を要求

し、返却された照会結果を画面表示または、各

業務システムにファイル転送を行う。 

令和4年2月22日 

Ⅰ 基本情報 

２．特定個人情報ファイルを取

り扱う事務において使用する

システム 

システム４ 

③他システムとの接続 

 

既存住民基本台帳システム、税務システム、中

間サーバー、国民健康保険システム、介護保

険システム、福祉保健総合システム、健康情報

システム、子ども・子育て支援システム 

事前 
事後で足りるものの任意に事

前に提出 

令和4年2月22日 

Ⅰ 基本情報 

２．特定個人情報ファイルを取

り扱う事務において使用する

システム 

システム５ 

①名称 

 中間サーバー 事前 
事後で足りるものの任意に事

前に提出 

令和4年2月22日 

Ⅰ 基本情報 

２．特定個人情報ファイルを取

り扱う事務において使用する

システム 

システム５ 

②システムの機能 

 

①符号管理機能 

・情報照会、情報提供に用いる個人の識別子で

ある「符号」と情報保有機関内で個人を特定す

るために利用する「団体内統合宛名番号」を紐

付け、その情報を保管・管理する。 

②情報照会管理機能 

・情報提供ネットワークシステムを介して、特定

個人情報（連携対象）の情報照会及び情報提

供受領（照会した情報の受領）を行う。 

③情報提供機能 

・情報提供ネットワークシステムを介して、情報

照会要求の受領及び当該特定個人情報（連携

対象）の提供を行う。 

事前 
事後で足りるものの任意に事

前に提出 



④既存システム接続機能 

・中間サーバーと既存業務システム、番号連携

システム及び既存住民基本台帳システムとの

間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人

情報（連携対象）、符号取得のための情報等に

ついて連携する。 

⑤情報提供等記録管理機能 

・特定個人情報（連携対象）の照会又は提供が

あった旨の情報提供等記録を生成し、管理す

る。 

⑥情報提供データベース管理機能 

・特定個人情報（連携対象）を副本として保管・

管理する。 

⑦データ送受信機能 

・中間サーバーと情報提供ネットワークシステ

ム（インターフェースシステム）との間で情報照

会、情報提供、符号取得のための情報等につ

いて連携する。 

⑧セキュリティ管理機能 

・特定個人情報（連携対象）の暗号化及び複号

や電文への署名付与、電文及び提供許可証に

付与されている署名の検証、それらに伴う鍵管

理を行う。また、情報提供ネットワークシステム

（インターフェースシステム）から受信した情報

提供ネットワークシステム配信マスター情報を

管理する。 

⑨職員認証・権限管理機能 

・中間サーバーを利用する職員の認証と職員に

付与された権限に基づいた各種機能や特定個



人情報（連携対象）へのアクセス制御を行う。 

⑩システム管理機能 

・バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼

働状態の通知、保管期限切れの情報を削除す

る。 

令和4年2月22日 

Ⅰ 基本情報 

２．特定個人情報ファイルを取

り扱う事務において使用する

システム 

システム５ 

③他システムとの接続 

 
情報提供ネットワークシステム、宛名システム

等 
事前 

事後で足りるものの任意に事

前に提出 

令和4年2月22日 

Ⅰ 基本情報 

５．情報提供ネットワークシス

テムによる情報連携 ※ 

①実施の有無 

実施しない 実施する 事前 重要な変更 

令和4年2月22日 

Ⅰ 基本情報 

５．情報提供ネットワークシス

テムによる情報連携 ※ 

②法令上の根拠 

 

・番号法第 19 条第７号（特定個人情報の提供

の制限）及び別表第２ 

 

（別表第２における情報提供の根拠） 

第３欄（情報提供者）に「市町村長」が含まれる

項のうち、第４欄（特定個人情報）に「健康増進

法による健康増進事業」が含まれる項（102 の２

の項） 

 

（別表第２における情報照会の根拠） 

第１欄（情報照会者）に「市町村長」が含まれる

項のうち、第２欄（事務）に「健康増進法による

健康増進事業」が含まれる項（102 の２の項） 

事前 重要な変更 



令和4年2月22日 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要 

３．特定個人情報ファイルの入

手・使用 

①入手元 

評価実施機関内の他部署（市民課） 
評価実施機関内の他部署（市民課）、地方公共

団体・地方独立行政法人（他市区町村） 
事前 重要な変更 

令和4年2月22日 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要 

３．特定個人情報ファイルの入

手・使用 

②入手方法 

電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）、そ

の他（庁内ＬＡＮ） 

電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）、情報

提供ネットワークシステム、その他（庁内ＬＡＮ） 
事前 

事後で足りるものの任意に事

前に提出 

令和4年2月22日 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要 

５．特定個人情報の提供・移

転（委託に伴うものを除く。） 

提供・移転の有無 

行っていない 提供を行っている（１件） 事前 
事後で足りるものの任意に事

前に提出 

令和4年2月22日 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要 

５．特定個人情報の提供・移

転（委託に伴うものを除く。） 

提供先１ 

 市町村長 事前 
事後で足りるものの任意に事

前に提出 

令和4年2月22日 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要 

５．特定個人情報の提供・移

転（委託に伴うものを除く。） 

提供先１ 

①法令上の根拠 

 
番号法第 19 条第７号 別表第２の 102 の２の

項 
事前 

事後で足りるものの任意に事

前に提出 

令和4年2月22日 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要 
 

健康増進法による健康増進事業の実施に関す

る事務であって主務省令で定めるもの 
事前 

事後で足りるものの任意に事

前に提出 



５．特定個人情報の提供・移

転（委託に伴うものを除く。） 

提供先１ 

②提供先における用途 

令和4年2月22日 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要 

５．特定個人情報の提供・移

転（委託に伴うものを除く。） 

提供先１ 

③提供する情報 

 
健康増進法による健康増進事業の実施に関す

る情報であって主務省令で定めるもの 
事前 

事後で足りるものの任意に事

前に提出 

令和4年2月22日 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要 

５．特定個人情報の提供・移

転（委託に伴うものを除く。） 

提供先１ 

④提供する情報の対象となる

本人の数 

 10 万人以上 100 万人未満 事前 
事後で足りるものの任意に事

前に提出 

令和4年2月22日 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要 

５．特定個人情報の提供・移

転（委託に伴うものを除く。） 

提供先１ 

⑤提供する情報の対象となる

本人の範囲 

 本市の住民検診の対象者 事前 
事後で足りるものの任意に事

前に提出 

令和4年2月22日 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要 

５．特定個人情報の提供・移

転（委託に伴うものを除く。） 

 情報提供ネットワークシステム 事前 
事後で足りるものの任意に事

前に提出 



提供先１ 

⑥提供方法 

令和4年2月22日 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要 

５．特定個人情報の提供・移

転（委託に伴うものを除く。） 

提供先１ 

⑦時期・頻度 

 
情報提供ネットワークシステムにより特定個人

情報の提供の求めがある都度 
事前 

事後で足りるものの任意に事

前に提出 

令和4年2月22日 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要 

６．特定個人情報の保管・消

去 

保管場所 

<本市における措置> 

①指紋認証装置を設置した、あらかじめ許可

された者のみが入室できる場所のサーバラッ

ク内のサーバーに保管し、一部のものは磁気

テープに書き出して保存している。 

②紙媒体は、施錠された保管庫に保存してい

る。 

<本市における措置> 

①指紋認証装置を設置した、あらかじめ許可さ

れた者のみが入室できる場所のサーバラック

内のサーバーに保管し、一部のものは磁気テ

ープに書き出して保存している。 

②紙媒体は、施錠された保管庫に保存してい

る。 

 

 

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置> 

 ①中間サーバー・プラットフォームは、データ

センターに設置しており、データセンターへの入

館及びサーバー室への入室を厳重に管理す

る。 

 ②特定個人情報は、サーバー室に設置され

た中間サーバーのデータベース内に保存され、

バックアップもデータベース上に保存される。 

事前 重要な変更 

令和4年2月22日 

Ⅲ リスク対策 

３．個人情報の利用 

リスク１：目的を超えた紐付

・健康情報システムは、業務に関係の無い情

報を保有していない。 

 

・健康情報システムは、業務に関係の無い情報

を保有していない。 

・システム間の連携を行う「番号連携システム」

事前 重要な変更 



け、事務に必要のない情報と

紐付けが行われるリスク 

リスクに対する措置の内容 

については、法令に定められた部署以外から

のアクセスが行えないような仕組みを構築す

る。また、番号連携システムへは、権限のない

者の接続を認めない。 

令和4年2月22日 

Ⅲ リスク対策 

５．特定個人情報の提供・移

転（委託や情報提供ネットワー

クシステムを通じた提供を除

く。） 

提供・移転しない 提供・移転する 事前 重要な変更 

令和4年2月22日 

Ⅲ リスク対策 

５．特定個人情報の提供・移

転（委託や情報提供ネットワー

クシステムを通じた提供を除

く。） 

特定個人情報の提供・移転に

関するルール 

 定めている 事前 重要な変更 

令和4年2月22日 

Ⅲ リスク対策 

５．特定個人情報の提供・移

転（委託や情報提供ネットワー

クシステムを通じた提供を除

く。） 

ルールの内容及びルール遵

守の確認方法 

 

・番号法及び番号法に基づく本市条例規則によ

り規定された事項のみ行う。 

・職員を受講対象として個人情報保護及び情報

セキュリティに関する研修会を年１回実施したう

えで、研修内容に沿った運用が出来ているかチ

ェックする。 

事前 重要な変更 

令和4年2月22日 

Ⅲ リスク対策 

５．特定個人情報の提供・移

転（委託や情報提供ネットワー

クシステムを通じた提供を除

く。） 

 

外部媒体へのデータ書き出しをシステム側で禁

止しており、申請があった場合のみ書き出しを

許可している。 

事前 重要な変更 



その他の措置の内容 

令和4年2月22日 

Ⅲ リスク対策 

５．特定個人情報の提供・移

転（委託や情報提供ネットワー

クシステムを通じた提供を除

く。） 

リスクへの対策は十分か 

 十分である 事前 重要な変更 

令和4年2月22日 

Ⅲ リスク対策 

６．情報提供ネットワークシス

テムとの接続 

特定個人情報の提供・移転

（委託や情報提供ネットワーク

シ ステ ム を通 じ た提 供 を 除

く。）におけるその他のリスク

及びそのリスクに対する措置 

 

＜不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

＞ 

・既存システム相互間の連携はシステム上、番

号法及び本市条例上認められる提供及び移転

のみが行われる仕組みとなっており、不適切な

方法で提供又は移転されることはない。 

 

＜誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤

った相手に提供・移転してしまうリスク＞ 

・既存システム相互間の連携はシステム上、番

号法及び本市条例上認められる提供及び移転

のみが行われる仕組みとなっており、誤った情

報を提供・移転及び誤った相手に提供・移転に

されることはない。 

・データの書き出しは、申請があった際に特定

の端末で実施する。 

事前 重要な変更 

令和4年2月22日 

Ⅲ リスク対策 

６．情報提供ネットワークシス

テムとの接続 

接続しない（入手）、接続しない（提供） 接続する（入手）、接続する（提供） 事前 重要な変更 

令和4年2月22日 

Ⅲ リスク対策 

６．情報提供ネットワークシス
 

＜番号連携システムのソフトウェアにおける措

置＞ 
事前 重要な変更 



テムとの接続 

リスク１：目的外の入手が行わ

れるリスク 

リスクに対する措置の内容 

①番号連携システムの職員認証・権限管理機

能により、ログイン時の職員認証のほか、ログ

イン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内

容等を記録することで、不適切な端末操作や情

報照会・情報連携を抑止する。 

 

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置> 

①情報照会機能（※１）により、情報提供ネット

ワークシステムに情報照会を行う際には、情報

提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照

合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワーク

システムに求め、情報提供ネットワークシステ

ムから情報提供許可証を受領してから情報照

会を実施することになる。つまり、番号法上認

められた情報連携以外の照会を拒否する機能

を備えており、目的外提供やセキュリティリスク

に対応している。 

②中間サーバーの職員認証・権限管理機能

（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ロ

グイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作

内容の記録が実施されるため、不適切な接続

端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止

する仕組みになっている。 

 

（※１）情報提供ネットワークシステムを使用し

た特定個人情報の照会及び照会した情報の受

領を行う機能 

（※２）番号法別表第２及び第 19 条第 14 号に

基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提



供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト

化したもの 

（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と

職員に付与された権限に基づいた各種機能や

特定個人情報へのアクセス制御を行う機能 

令和4年2月22日 

Ⅲ リスク対策 

６．情報提供ネットワークシス

テムとの接続 

リスク１：目的外の入手が行わ

れるリスク 

リスクへの対策は十分か 

 十分である 事前 重要な変更 

令和4年2月22日 

Ⅲ リスク対策 

６．情報提供ネットワークシス

テムとの接続 

リスク２：不正な提供が行われ

るリスク 

リスクに対する措置の内容 

 

＜番号連携システムのソフトウェアにおける措

置＞ 

①慎重な対応が求められる情報（ＤＶ被害者な

ど）については中間サーバーにて情報照会に対

する自動応答がなされないよう、自動応答を不

可とする個人（団体内統合宛名番号など）又は

特定個人情報を管理し、中間サーバーの自動

応答不可フラグを設定することで、特定個人情

報が不正に提供されるリスクに対応している。 

②番号連携システムの職員認証・権限管理機

能により、ログイン時の職員認証のほか、ログ

イン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内

容等を記することで、不適切な端末操作や情報

照会などを抑止する。 

 

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置> 

①情報提供機能（※）により、情報提供ネットワ

事前 重要な変更 



ークシステムにおける照会許可用照合リストを

情報提供ネットワークシステムから入手し、中

間サーバーに格納して、情報提供機能により、

照会許可用照合リストに基づき情報連携が認

められた特定個人情報の提供の要求であるか

チェックを実施している。 

②情報提供機能により、情報提供ネットワーク

システムに情報提供を行う際には、情報提供ネ

ットワークシステムから情報提供許可証と情報

照会者へたどり着くための経路情報を受領し、

照会内容に対応した情報を自動で生成して送

付することで、特定個人情報が不正に提供され

るリスクに対応している。 

③特に慎重な対応が求められる情報について

は自動応答を行わないように自動応答不可フラ

グを設定し、特定個人情報の提供を行う際に、

送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、セ

ンシティブな特定個人情報が不正に提供される

リスクに対応している。 

④中間サーバーの職員認証・権限管理機能で

は、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ロ

グアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記

録が実施されるため、不適切な接続端末の操

作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組

みになっている。 

 

（※）情報提供ネットワークシステムを使用した

特定個人情報の提供の要求の受領及び情報

提供を行う機能。 



令和4年2月22日 

Ⅲ リスク対策 

６．情報提供ネットワークシス

テムとの接続 

リスク２：不正な提供が行われ

るリスク 

リスクへの対策は十分か 

 十分である 事前 重要な変更 

令和4年2月22日 

Ⅲ リスク対策 

６．情報提供ネットワークシス

テムとの接続 

情報提供ネットワークシステム

との接続に伴うその他のリス

ク及びそのリスクに対する措

置 

 - 事前 重要な変更 

令和4年2月22日 

Ⅲ リスク対策 

９．従業者への教育・啓発 

具体的な方法 

<業務システムの運用における措置> 

・職員に対して、個人情報保護に関する研修

の受講を義務付ける。 

・委託業者に対しては、契約内容に個人情報

保護に関する規定を設ける。 

<業務システムの運用における措置> 

・職員に対して、個人情報保護に関する研修の

受講を義務付ける。 

・委託業者に対しては、契約内容に個人情報保

護に関する規定を設ける。 

 

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置> 

・中間サーバー・プラットフォームの運用に携わ

る職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等

を実施する。 

・中間サーバー・プラットフォームの業務に就く

場合は、運用規則等について研修を行う。 

事前 重要な変更 

令和4年2月22日 

Ⅲ リスク対策 

１０．その他のリスク対策 
 

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置

＞ 

・中間サーバー・プラットフォームを活用すること

事前 重要な変更 



により、統一した設備環境による高レベルのセ

キュリティ管理（入退室管理等）、IT リテラシの

高い運用担当者によるセキュリティリスクの低

減及び技術力の高い運用担当者による均一的

で安定したシステム運用・監視を実現する。 

令和4年6月27日 

Ⅰ基本情報 

１．特定個人情報を取り扱う事

務 

②事務の内容 

（略） 

また、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（以下

「番号法」という。）の別表第１の項番 76 の規

定により、健康増進法第 17 条第１項及び第

19 条の２の健康増進事業の実施に関する事

務において個人番号を利用する。 

（略） 

（略） 

また、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（以下「番

号法」という。）の別表第１の項番 111 の規定に

より、健康増進法第 17 条第１項及び第 19 条の

２の健康増進事業の実施に関する事務におい

て個人番号を利用する。 

（略） 

事前  

令和4年6月27日 

I 基本情報 

２．特定個人情報を取り扱う事

務において使用するシステム 

システム１ 

③他のシステムとの接続 

既存住民基本台帳システム、宛名システム等 
既存住民基本台帳システム、宛名システム等、

申請管理システム 
事前  

令和4年6月27日 

I 基本情報 

２．特定個人情報を取り扱う事

務において使用するシステム 

システム２ 

③他のシステムとの接続 

住民基本台帳ネットワークシステム、宛名シ

ステム等、税務システム、戸籍システム、市

税滞納管理システム、健康情報システム、介

護保険システム、市営住宅管理システム、福

祉保健総合システム、後期高齢者医療制度

保険料徴収システム、国民健康保険システ

ム、国民年金受付システム、子ども・子育て

支援システム、就園奨励システム 

住民基本台帳ネットワークシステム、宛名シス

テム等、税務システム、戸籍システム、健康情

報システム、介護保険システム、市営住宅管理

システム、福祉保健総合システム、後期高齢者

医療制度保険料徴収システム、国民健康保険

システム、国民健康保険事務処理標準システ

ム、国民年金受付システム、子ども・子育て支

援システム、申請管理システム 

事前  

令和4年6月27日 

I 基本情報 

２．特定個人情報を取り扱う事

既存住民基本台帳システム、税務システム、

中間サーバー、国民健康保険システム、介護

既存住民基本台帳システム、税務システム、中

間サーバー、国民健康保険システム、国民健
事後 重要な変更項目ではないため 



務において使用するシステム 

システム４ 

③他のシステムとの接続 

保険システム、福祉保健総合システム、健康

情報システム、子ども・子育て支援システム 

康保険事務処理標準システム、介護保険シス

テム、福祉保健総合システム、健康情報システ

ム、子ども・子育て支援システム 

令和4年6月27日 

Ⅰ基本情報 

４．個人番号の利用 

法令上の根拠 

番号法第９条第１項 別表第１の 76 の項 番号法第９条第１項 別表第１の 111 の項 事前  

令和4年6月27日 

Ⅰ基本情報 

５．情報提供ネットワークシス

テムによる情報連携 

②法令上の根拠 

・番号法第 19 条第７号（特定個人情報の提供

の制限）及び別表第２ 

 

（別表第２における情報提供の根拠） 

第３欄（情報提供者）に「市町村長」が含まれ

る項のうち、第４欄（特定個人情報）に「健康

増進法による健康増進事業」が含まれる項

（102 の２の項） 

 

（別表第２における情報照会の根拠） 

第１欄（情報照会者）に「市町村長」が含まれ

る項のうち、第２欄（事務）に「健康増進法によ

る健康増進事業」が含まれる項（102 の２の

項） 

・番号法第 19 条第８号（特定個人情報の提供

の制限）及び別表第２ 

 

（別表第２における情報提供の根拠） 

第３欄（情報提供者）に「市町村長」が含まれる

項のうち、第４欄（特定個人情報）に「健康増進

法による健康増進事業」が含まれる項（136 の

項） 

 

（別表第２における情報照会の根拠） 

第１欄（情報照会者）に「市町村長」が含まれる

項のうち、第２欄（事務）に「健康増進法による

健康増進事業」が含まれる項（136 の項） 

事前  

令和4年6月27日 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要 

４．特定個人情報の取扱い委

託項目１ 

の委託 

③委託先名 

富士通 Japan 株式会社石川支社 富士通 Japan 株式会社 事後 重要な変更項目ではないため 

令和4年6月27日 

Ⅱ特定個人情報ファイルの概

要 

番号法第 19 条第７号 別表第２の 102 の２の

項 
番号法第 19 条第８号 別表第２の 136 の項 事前  



５．特定個人情報の提供・移

転（委託に伴うものを除く。） 

提供先１ 

①法令上の根拠 

令和4年6月27日 

Ⅱ 特定個人情報ファイルの

概要 

６．特定個人情報の保護・消

去 

保管場所 

<本市における措置> 

①指紋認証装置を設置した、あらかじめ許可

された者のみが入室できる場所のサーバラッ

ク内のサーバーに保管し、一部のものは磁気

テープに書き出して保存している。 

（略） 

<本市における措置> 

①生体認証装置を設置した、あらかじめ許可さ

れた者のみが入室できる場所のサーバラック

内のサーバーに保管し、一部のものは磁気テ

ープに書き出して保存している。 

（略） 

事後 

特定個人情報の漏えいその

他の事態を発生させるリスク

を相当程度変動させるもので

はないと考えられる変更のた

め 

令和4年6月27日 

Ⅲリスク対策 

６．情報提供ネットワークシス

テムとの接続 

リスクに対する措置の内容 

（略） 

（※２）番号法別表第２及び第 19 条第 14 号に

基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報

提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリ

スト化したもの 

（略） 

（略） 

（※２）番号法別表第２及び第 19 条第 15 号に

基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提

供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト

化したもの 

（略） 

事後 
誤字脱字の訂正であることか

ら、重要な変更にあたらない。 

令和4年6月27日 

Ⅲ リスク対策 

７．特定個人情報の保管・消

去 

その他の措置の内容 

・サーバー設置場所に指紋認証装置を設置

し、あらかじめ許可された者のみが入室でき

る。 

（略） 

・サーバー設置場所に生体認証装置を設置し、

あらかじめ許可された者のみが入室できる。 

（略） 

事後 

特定個人情報の漏えいその

他の事態を発生させるリスク

を相当程度変動させるもので

はないと考えられる変更のた

め 

令和5年7月7日 

Ⅰ 基本情報 

１．特定個人情報ファイルを取

り扱う事務 

②事務の内容 

別表第１の項番 76 の規定により 別表第１の項番 111 の規定により 事後 重要な変更項目でないため 

令和5年7月7日 

I 基本情報 

２．特定個人情報を取り扱う事

務において使用するシステム 

戸籍システム、市税滞納管理システム、健康

情報システム、介護保険システム、市営住宅

管理システム、福祉保健総合システム、後期

戸籍システム、健康情報システム、介護保険シ

ステム、市営住宅管理システム、福祉保健総合

システム、後期高齢者医療制度保険料徴収シ

事後 重要な変更項目でないため 



システム５ 

③他のシステムとの接続 

高齢者医療制度保険料徴収システム、国民

健康保険システム、国民健康保険事務処理

標準システム、国民年金受付システム、子ど

も・子育て支援システム、申請管理システム 

ステム、国民健康保険事務処理標準システム、

国民年金受付システム、子ども・子育て支援シ

ステム、申請管理システム 

令和5年7月7日 

I 基本情報 

２．特定個人情報を取り扱う事

務において使用するシステム 

システム４ 

③他のシステムとの接続 

中間サーバー、国民健康保険システム、国民

健康保険事務処理標準システム、介護保険

システム、福祉保健総合システム、健康情報

システム、子ども・子育て支援システム 

中間サーバー、国民健康保険事務処理標準シ

ステム、介護保険システム、福祉保健総合シス

テム、健康情報システム、子ども・子育て支援

システム 

事後 重要な変更項目でないため 

令和5年7月7日 

Ⅲ ７．特定個人情報の保管・

消去 

②過去３年以内に、評価実施

機関において、個人情報に関

する重大事故が発生したか 

・発生あり 

・その内容：帳票印刷作業を含むシステム運

用支援委託業務において、業務受託者作業

員がシステムにより印刷した帳票を、無断で

外部に持ち出したもの。 

・再発防止策：システム運用支援委託業務に

おいて、帳票印刷作業を行う場合は、必ず職

員による監視下で実施する等の対応を行っ

た。 

・発生なし 

・その内容：空欄 

・再発防止策：空欄 

事後 重要な変更項目でないため 
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別紙 ファイル記載項目 

 

＜胃がん検診＞ 

（検診結果） 

西暦年度、受診日、月区分、検診方式、実施医療機関、総合指導区分、特記事項 

（個別検診－共通） 

個別）カード区分、個別）検診歴、個別）検診暦年、個別）検査方法、個別）検診歴受診

結果、個別）胃腸疾患既往歴、個別）がんの既往歴、個別）手術歴、個別）自覚症状有無、

自覚症状、個別）自覚症状、家族歴、個別）家族歴、個別）負担金区分、個別）受付日、

個別）受付番号 

（個別検診－内視鏡） 

個別）比較読影、一次読影、一次所見１－、内視鏡）一次読影部位１、内視鏡）一次読影

所見１、一次所見２－、内視鏡）一次読影部位２、内視鏡）一次読影所見２、内視鏡）一

次判定ＧＲＯＵＰ、内視鏡）一次判定、内視鏡）一次読影方法、内視鏡）一次読影良性疾

患、内視鏡）一次読影良性疾患（その他）、内視鏡）一次読影胃腺腫、内視鏡）一次読影悪

性疾患、内視鏡）一次読影悪性疾患（食道がん）、内視鏡）一次読影悪性疾患（その他）、

二次読影、内視鏡）二次読影日、二次所見１－、内視鏡）二次読影部位１、内視鏡）二次

読影所見１、二次所見２－、内視鏡）二次読影部位２、内視鏡）二次読影所見２、内視鏡）

二次判定ＧＲＯＵＰ、内視鏡）二次判定、内視鏡）二次読影生検妥当性、内視鏡）二次読

影内視鏡的萎縮パターン、内視鏡）二次読影画像評価、最終読影、最終所見１－、内視鏡）

最終読影部位１、内視鏡）最終読影所見１、最終所見２－、内視鏡）最終読影部位２、内

視鏡）最終読影所見２、内視鏡）最終判定ＧＲＯＵＰ、内視鏡）最終判定、二次読影良性

疾患、内視鏡）二次読影良性疾患、内視鏡）二次読影良性疾患（その他）、内視鏡）二次読

影胃腺腫、内視鏡）二次読影悪性疾患、内視鏡）二次読影悪性疾患（食道がん）、内視鏡）

二次読影悪性疾患（その他）、レフリー読影、内視鏡）レフリー判定ＧＲＯＵＰ、内視鏡）

レフリー判定、内視鏡）レフリー読影良性疾患、内視鏡）レフリー読影良性疾患（その他）、

内視鏡）レフリー読影胃腺腫、内視鏡）レフリー読影悪性疾患、内視鏡）レフリー読影悪

性疾患（食道がん）、内視鏡）レフリー読影悪性疾患（その他）、内視鏡）レフリー生検妥

当性 

（個別検診－Ｘ線） 

Ｘ線）比較読影、一次読影１、一次所見１－、Ｘ線）一次読影部位１、Ｘ線）一次読影所

見１、一次所見２－、Ｘ線）一次読影部位２、Ｘ線）一次読影所見２、Ｘ線）一次判定Ｇ

ＲＯＵＰ、Ｘ線）一次判定、二次読影、Ｘ線）二次撮影日、二次所見１－、Ｘ線）二次読

影部位１、Ｘ線）二次読影所見１、二次所見２－、Ｘ線）二次読影部位２、Ｘ線）二次読

影所見２、Ｘ線）二次判定ＧＲＯＵＰ、Ｘ線）二次判定、最終読影、最終所見１－、Ｘ線）

最終読影部位１、Ｘ線）最終読影所見１、最終所見２－、Ｘ線）最終読影部位２、Ｘ線）

最終読影所見２、Ｘ線）最終判定ＧＲＯＵＰ、Ｘ線）最終判定 

（集団検診） 

集団）宛名番号、集団）自宅 TEL、集団）胃がん受診回数、集団）コースコード、集団）胃

がん番号、現在治療中の病気、集団）現在治療中の病気、自覚症状、集団）自覚症状、病
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気、集団）病気、部位、集団）部位、所見、集団）所見、集団）指導区分、集団）Ｇ、集

団）Ｘ線判定、集団）ＰＧ番号、集団）入力日付 

（ＡＢＣ検査） 

ペプシノゲン検査、ペプシノゲン検査希望、ペプシノゲンⅠ、ペプシノゲンⅡ、ペプシノ

ゲンⅠⅡ比、ペプシノゲン判定、ピロリ菌検査、ピロリ菌除去の有無、ピロリ菌感染診断

検査歴、ピロリ菌初回検査、ピロリ菌除菌治療歴、ピロリ菌除菌治療歴年、ピロリ菌除菌

治療結果 

（精密検査） 

精密検査実施日、精検医療機関、診断方法、診断方法、精検結果、精検結果、診断後処理、

診断後処置、経過観察期間、手術、手術予定日、手術施行日、手術医療機関、手術結果、

読影医（一読）、読影医（二読） 

 

＜子宮がん検診＞ 

（検診結果） 

西暦年度、受診日、月区分、検診方式、実施医療機関、頚部ベセスダ判定、頚部ベセスダ

区分、総合指導区分、無料クーポン利用、特記事項 

（問診） 

個別検診・集団検診共通、妊娠、月経状況、最近の月経（日数）、閉経年齢、妊娠回数、出

産回数、個別検診、個別）産婦人科手術歴、集団検診、集団）月経、集団）最近の月経（月）、

集団）最近の月経（日）、集団）終産年齢、集団）ホルモン剤、集団）避妊リング着用、集

団）おりものが気になる、集団）おりもの種、集団）出血有無、集団）病歴、集団）病歴、

集団）手術有無、集団）病歴年齢 

（個別検診） 

個別）カード区分、個別）検診歴、個別）検診歴年、個別）検診歴受診結果、個別）月経

痛、個別）６ヶ月以内月経外出血、個別）HPV ワクチン接種、個別）HPV ワクチン初回、個

別）HPV ワクチン２回目、個別）HPV ワクチン３回目、個別）子宮肉眼所見、個別）子宮肉

眼所見、個別）推定病変、個別）HPV（定性）、個別）HPV（定量）、その他項目、個別）負

担金区分、個別）受付日、個別）受付番号 

（集団検診） 

集団）子宮がん受診回数、集団）ハイリスク、集団）入力日、集団）管轄、集団）点検区

分、集団）ＨＰＶ検査、集団）子宮全摘、集団）コメント、集団）塗抹量、頸部検査項目、

集団）視診所見、集団）細胞診所見、集団）病名、集団）細胞診扁・腺、集団）腺細胞、

集団）判定（子宮がん）、体部検査項目、集団）体部の検査、集団）体部診断方法、集団）

体部診断結果、集団）体部細胞診所見、集団）判定（体部がん）、HPV ワクチン接種、集団）

ＨＰＶワクチン接種、集団）ＨＰＶワクチン接種回数、その他項目、集団）宛名番号、集

団）自宅ＴＥＬ、集団）子宮がん番号 

（精密検査） 

精検受診日、精検医療機関、診断方法、診断、診断結果、診断後処置、経過観察期間（年

月）、手術予定日、手術施行日、手術医療機関、手術結果 
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＜乳がん検診＞ 

（検診結果） 

西暦年度、受診日、月区分、検診方式、実施医療機関、受診番号、総合指導区分、無料ク

ーポン利用、特記事項 

（問診） 

個別検診、個別）既往歴、個別）閉経、個別）ホルモン療法、個別）手術歴 乳がん、個別）

自覚症状、個別）家族歴、個別）生検痕、個別）ほくろ、個別）撮影時分泌物、個別）し

こり、集団検診、集団）妊娠、集団）月経、集団）最近の月経（月）、集団）最近の月経（日）、

集団）最近の月経（日数）、集団）月経状況、集団）閉経年齢、集団）妊娠回数、集団）出

産回数、集団）終産年齢、集団）ホルモン剤 

（個別検診） 

個別）検診歴、個別）検診歴年、個別）検診歴受診結果、個別）一次、個別）一次腫瘤部

位、個別）一次石灰化部位、個別）一次濃厚陰影または非対称陰影部位、個別）一次乳腺

構築の乱れ部位、個別）一次ＬＮ部位、個別）一次皮膚所見部位、個別）一次ｄｅｎｓｅ

ｂｒｅａｓｔ、個別）一次その他部位、個別）一次比較陰影有無、個別）一次比較読影結

果、個別）一次カテゴリ、個別）二次、個別）二次腫瘤部位、個別）二次石灰化部位、個

別）二次濃厚陰影または非対称陰影部位、個別）二次乳腺構築の乱れ部位、個別）二次Ｌ

Ｎ部位、個別）二次皮膚所見部位、個別）二次乳腺評価、個別）二次その他部位、個別）

二次比較読影結果、個別）二次カテゴリ、個別）二次カテゴリ（移行用）、個別）二次判定、

その他項目、個別）負担金区分、個別）処理日 

（集団検診） 

集団）病気、集団）病気、集団）病気、集団）病気部位、集団）家族歴、集団）自覚症状、

集団）自覚症状、集団）自覚症状、集団）自覚症状部位、集団）検査歴、集団）検査歴、

集団）検査歴、集団）検査歴部位、集団）判定、集団）自己検診、集団）dense breast、

集団）判定Ｌ、集団）判定Ｒ、集団）ＭＭＧ判定、集団）所見・部位、集団）所見・部位、

集団）部位、集団）所見、その他項目、集団）宛名番号、集団）自宅ＴＥＬ、集団）ＭＭ

Ｇ番号 

（精検結果） 

精検結果１、集団）入力日１、集団）精検日１、精検医療機関１、集団）診断１-、集団）

診断方法１-、集団）診断結果１-、集団）診断後処置１-、集団）経過観察期間１、集団）

手術予定日１、集団）手術施行日１、集団）手術医療機関１、集団）手術結果１、精検結

果２、集団）入力日２、集団）精検日２、精検医療機関２、集団）診断２-、集団）診断方

法２-、集団）診断結果２-、集団）診断後処置２-、集団）経過観察期間２、集団）手術予

定日２、集団）手術施行日２、集団）手術医療機関２ 

 

＜大腸がん検診＞ 

（検診結果） 

西暦年度、受診日、月区分、検診方式、実施医療機関、総合指導区分、特記事項 

（個別検診） 

個別）カード区分、個別）検診歴、個別）検診暦年、個別）採便結果一回日、個別）採便
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結果一回日定量、個別）採便結果二回日、個別）採便結果二回日定量、個別）家族歴、個

別）家族歴父母、個別）家族歴祖父母、個別）家族歴兄弟、個別）家族歴子供、個別）痔

疾患、個別）がんの既往歴、個別）６ヶ月症状、個別）便に血、個別）便秘下痢、個別）

便粘液、個別）便の太さ細、個別）排便後も便残、個別）腹痛、その他項目、個別）負担

金区分、個別）受付日、個別）受付番号 

（集団検診） 

集団）自覚症状、集団）病歴、集団）便容器、集団）検体受領日１、集団）検体受領日２、

集団）潜血結果、集団）ヘモグロビン１、集団）ヘモグロビン２、集団）入力日付、集団）

診断方法、集団）診断結果、集団）ポリープ個数、集団）腺腫性ポリープ１、集団）非腺

腫性性ポリープ１、集団）診断後処置、集団）経過観察期間、集団）手術予定日、集団）

手術施行日、集団）手術医療機関、集団）手術結果、その他項目、集団）宛名番号、集団）

自宅ＴＥＬ、集団）大腸がん番号、集団）報告済 

（精検結果） 

精検受診状況、精検受診日、精検医療機関、精検診断名、原発性がん、粘膜内がん、腺腫 

 

＜成人歯科健診＞ 

（健診結果） 

西暦年度、受診日、月区分、検診方式、実施医療機関、総合指導区分、特記事項 

（問診） 

問診１、問診１－１（歯や口の状態についてどのように感じているか）、問診１－２（次の

ような症状がありますか）、問診２、問診２（高齢者_十分な時間をかけて歯をみがくこと

がありますか、問診２－１（この１年間に歯の健康診査を受けたことがありますか、問診

２－２（どんな理由で受診しましたか）、問診３、問診３（非高齢者_この１年間に歯科医

院等で歯石をとってもらっ、問診３（高齢者_該当する項目をすべてチェック）、問診４、

問診４－１（現在(この１か月間)あなたはたばこを吸っています、問診４－２（１日平均

本数）、問診５、問診５（高齢者_歯の定期検診を受けていますか）、問診５（非高齢者_デ

ンタルフロス(糸楊枝)や歯間ブラシを使っ、問診５（高齢者_今までにかかった病気・現在

かかっている病気は、問診６、問診６（非高齢者_十分な時間をかけて歯をみがくことがあ

ります、問診６（高齢者_この検診結果は、本人が特定できる情報を除いて、問診７、問診

７（この検診結果は、本人が特定できる情報を除いて、口腔保、問診７－１（歯をみがく

とき、日常は歯磨き剤を使っていますか）、問診７－２（その歯磨き剤はフッ素入りのもの

ですか）、問診１０、問診１０（この検診結果は、本人が特定できる情報を除いて、口腔、

過去の問診、旧）問診２（高齢者Ｈ２７-８_口の病気（むし歯・歯周病）や、旧）問診３

（高齢者Ｈ２７-９_口の健康は快適な日常生活をおく、旧）問診４（高齢者Ｈ２７-８_口

腔ケアについて説明を受けたこ、旧）問診６（非高齢者Ｈ２７-８_鏡を使って歯や歯ぐき

の様子を、旧）問診６（高齢者Ｈ２７-８_歯周病と糖尿病との間に関係があ、旧）問診７

（非高齢者Ｈ２８_十分な時間をかけて歯をみがくこと、旧）問診８（Ｈ２７_十分な時間

をかけて歯をみがくことがありま、旧）問診８（Ｈ２８_歯周病と糖尿病との間に関係があ

ることが分、旧）問診９（Ｈ２７_歯周病と糖尿病との間に関係があることが分、旧）問診

９（Ｈ２８_この検診結果は、本人が特定できる情報を除 
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（歯科検診） 

クリーニング実施、歯の本数、健全歯数、未処理歯数、処理歯数、現在歯数、欠損歯数、

欠損補綴歯数、歯肉出血（最大値）、歯周ポケット（最大値）、旧）ＣＰＩ最大、内容、内

容、判定、判定区分要精検内訳、要精検者受診結果連絡、当院にて検査実施、当院にて検

査実施せず、要精検、要精検、要指導、要指導、指導内容、指導内容、口腔内状態・判定、

口腔内の状態、歯石の付着、口腔機能、口腔機能検査実施、口腔機能１（咬合状態）、口腔

機能２（咀嚼機能）、口腔機能３（嚥下機能）、口腔機能４（口腔乾燥）、口腔機能検査反復

唾液嚥下テスト、パタカ音回数テストパ、パタカ音回数テストタ、パタカ音回数テストカ、

嚥下テスト（回数）、パタカ音回数テストパ（回数）、パタカ音回数テストタ（回数）、パタ

カ音回数テストカ（回数）、その他の所見、その他の所見有無、その他の所見３（入れ歯の

清掃）、その他の所見３（入れ歯の適合）、その他の所見４（食物摂取状態）、その他の所見

５（発音状態）、その他の所見６（嚥下機能）、その他の所見７（口臭）、その他の所見８、

その他項目、負担金区分、旧）負担金区分（Ｈ２７）、異動区分、カード区分 

 

＜骨粗しょう症検診＞ 

（検診結果） 

西暦年度、受診日、月区分、検診方式、実施医療機関、総合指導区分、特記事項 

（個別検診） 

個別）身体計測、個別）身長、個別）体重、個別）骨密度計測、個別）測定方法、個別）

測定部位、個別）骨密度値、個別）骨密度単位、個別）ＹＡＭ値、個別）問診、個別）問

診１、個別）問診２、個別）問診３、個別）問診４、個別）問診５、個別）問診６、個別）

問診７、個別）問診８、個別）問診９、個別）問診１０、個別）問診１１、個別）問診１

２、個別）問診１３、個別）問診１４、個別）問診１５、個別）問診１６、その他項目、

個別）負担金区分、個別）ＦＲＡＸ値、個別）骨粗しょう症の治療有無 

（集団検診） 

集団）骨密度番号、集団）ステフネス値、集団）血縁者・大腿骨折、集団）血縁者・腰背

中の曲がり、集団）血縁者・骨粗鬆症、集団）骨折経験、集団）下痢になりますか、集団）

治療経験、集団）ダイエット経験、集団）定期的な運動、集団）一日の歩行量、集団）乳

製品摂取量、集団）お酒類は飲みますか、集団）たばこを吸いますか、集団）たばこ量、

集団）腰背中の痛み、集団）身長が低くなった、集団）背中腰が曲がってきた、集団）イ

ンポテンツ・性欲低下など、集団）月経、集団）月経状態、集団）閉経理由、集団）３ヶ

月以上の投薬、集団）ＯＳＩ、その他項目、集団）宛名番号、集団）自宅ＴＥＬ、集団）

受診番号、集団）コースコード、集団）所属コード 

（精検結果） 

精検受診状況、精検受診日、精検医療機関、精検診断名 

 

＜前立腺がん検診＞ 

（検診結果） 

西暦年度、受診日、月区分、検診方式、実施医療機関、総合指導区分、特記事項 

（個別検診） 
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個別）Ｔ－ＰＳＡ、個別）Ｔ－ＰＳＡ所見、個別）Ｆ－ＰＳＡ、個別）Ｆ－ＰＳＡ所見、

個別）Ｆ／Ｔ比、個別）Ｆ／Ｔ比所見、個別）検診歴、個別）前立腺検診検診歴日、個別）

問診、ＩＰＳＳ（排尿後残尿）、ＩＰＳＳ（排尿後２時間）、ＩＰＳＳ（排尿中途切）、ＩＰ

ＳＳ（排尿我慢）、ＩＰＳＳ（尿の勢い弱）、ＩＰＳＳ（排尿いきむ）、ＩＰＳＳ（床後排尿

数）、ＩＰＳＳ点数、ＩＰＳＳ判定、ＩＰＳＳ既往（前立腺治療）、ＩＰＳＳＱＯＬ（排尿

継続）、その他項目、個別）負担金区分、個別）受付日、個別）受付番号、個別）特定併用 

（集団検診） 

集団）ＰＳＡ、集団）Ｆ／Ｔ比、集団）ｆｒｅｅ－ＰＳＡ、集団）採血番号（ＰＳＡ）、そ

の他項目、集団）宛名番号、集団）自宅ＴＥＬ、集団）所属番号 

（精検結果） 

精検受診状況、精検受診日、精検医療機関、精検診断名 

 

＜肝炎検診＞ 

（検診結果） 

西暦年度、受診日、月区分、検診方式、実施医療機関、総合指導区分、特記事項 

（個別検診） 

個別）ＨＢＳ抗原、個別）ＨＢＳ所見、個別）ＨＣＶ抗体、個別）ＨＣＶ抗体所見、個別）

ＨＣＶ核酸所見、その他項目、個別）負担金区分、個別）受付日、個別）受付番号、個別）

特定併用、個別）カード区分、個別）検診分類 

（集団検診） 

集団）ＨＢＳ抗原、集団）ＨＣＶ判定結果、集団）採血番号（肝炎）、その他項目、集団）

宛名番号、集団）自宅ＴＥＬ 

 

＜肺がん検診＞ 

（検診結果） 

西暦年度、受診日、月区分、検診方式、実施医療機関、総合指導区分、特記事項 

（個別・集団－共通） 

たばこ歴、本数、期間、喀痰検査、喀痰細胞診容器、喀痰提出日、喀痰Ｎｏ、喀痰細胞診

判定 

（個別検診－共通） 

個別）カード区分、個別）検診歴、個別）検診歴年、個別）個別検査方法、個別）検診歴

受診方法、個別）検診歴受診結果、個別）自覚症状せき、個別）自覚症状たん、個別）Ｂ

Ｉ指数、個別）喀痰細胞診ハイリスク、個別）喀痰有無、個別）一次読影、個別）一次読

影判定区分、個別）二次読影日、個別）二次読影、個別）二次読影判定区分、個別）二次

読影判定、個別）既往歴病名、その他項目、個別）負担金区分、個別）受付日、個別）受

付番号 

（個別検診－Ｘ線） 

Ｘ線）既往歴、Ｘ線）撮影、Ｘ線）比較フィルム、Ｘ線）撮影日、Ｘ線）結核の有無、Ｘ

線）一次読影判定区分、Ｘ線）二次所見、Ｘ線）二次読影日、Ｘ線）二次読影判定区分、

Ｘ線）二次所見、Ｘ線）二次読影部位、Ｘ線）二次読影所見、Ｘ線）レフリー読影判定 
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（個別検診－ＣＴ） 

ＣＴ）既往歴、ＣＴ）一次読影、ＣＴ）一次読影部位、ＣＴ）一次読影所見、ＣＴ）一次

もっとも重い所見の判定、ＣＴ）比較読影画像、ＣＴ）二次読影、ＣＴ）二次読影部位、

ＣＴ）二次読影所見、ＣＴ）二次もっとも重い所見の判定、ＣＴ）最終読影、ＣＴ）最終

読影部位、ＣＴ）最終読影所見、ＣＴ）最終判定 

（個別検診－喀痰） 

初再区分、喀痰判定 

（集団検診） 

喫煙指数、撮影方法、集団）メッキ、道路舗装等の職歴有無、集団）病歴、集団）胸部撮

影番号、集団）胸部判定、集団）胸部疾患、集団）結核判定、集団）結核疾患、集団）肺

がん判定、集団）肺がん疾患、集団）結核学会分類Ｂ、集団）結核学会分類２、集団）結

核学会分類Ｃ、集団）肺がん・結核区分、集団）胸部総合判定結果、集団）所見、集団）

部位１-、集団）部位２①-、集団）部位２②-、集団）部位２③-、集団）性状、その他項

目、集団）宛名番号、集団）自宅ＴＥＬ 

（精検結果） 

精検受診日、精検医療機関、精検入力日、実施検査項目、実施検査項目、診断結果、結果

その他、診断後処置、経過観察期間、特記事項、入院区分、手術区分、手術予定日、手術

予定機関、手術実施日、手術実施機関 

 

＜聴力検診＞ 

（検診結果） 

西暦年度、受診日、月区分、検診方式、実施医療機関、受診番号、特記事項 

（個別検診） 

個別）障害の程度、個別）障害の原因、個別）事後処理の指示、個別）問診、個別）Ⅰ－

１家族等同居、個別）Ⅰ－２運動実施、個別）Ⅰ－３困難有無、個別）Ⅰ－３①大声、個

別）Ⅰ－３②テレビ、個別）Ⅰ－３③会議、個別）Ⅰ－３④家族、個別）Ⅰ－４労働環境、

個別）Ⅰ－５耳の病気、個別）Ⅰ－６補聴器、個別）結果（右）、個別）聴力（右）、個別）

検診結果（右）、個別）右２５０（気導）、個別）右２５０（骨導）、個別）右２５０（ＳＯ）、

個別）右５００（気導）、個別）右５００（骨導）、個別）右５００（ＳＯ）、個別）右１０

００（気導）、個別）右１０００（骨導）、個別）右１０００（ＳＯ）、個別）右２０００（気

導）、個別）右２０００（骨導）、個別）右２０００（ＳＯ）、個別）右４０００（気導）、

個別）右４０００（骨導）、個別）右４０００（ＳＯ）、個別）右８０００（気導）、個別）

右８０００（骨導）、個別）右８０００（ＳＯ）、個別）結果（左）、個別）聴力（左）、個

別）検診結果（左）、個別）左２５０（気導）、個別）左２５０（骨導）、個別）左２５０（Ｓ

Ｏ）、個別）左５００（気導）、個別）左５００（骨導）、個別）左５００（ＳＯ）、個別）

左１０００（気導）、個別）左１０００（骨導）、個別）左１０００（ＳＯ）、個別）左２０

００（気導）、個別）左２０００（骨導）、個別）左２０００（ＳＯ）、個別）左４０００（気

導）、個別）左４０００（骨導）、個別）左４０００（ＳＯ）、個別）左８０００（気導）、

個別）左８０００（骨導）、個別）左８０００（ＳＯ）、その他項目、個別）負担金区分 
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＜緑内障検診＞ 

（検診結果） 

西暦年度、受診日、月区分、検診方式、実施医療機関、受診番号、負担金区分、検診歴、

検診歴年、検診歴診断結果、診断歴その他コメント、既往歴眼疾患、既往歴眼内手術、全

身疾患糖尿病、全身疾患高血圧、全身疾患高脂血症、全身疾患その他、全身疾患なし不明、

家族歴、家族歴あり続柄、眼圧（右）、眼圧（左）、眼圧計、浅前房、落屑、虹彩後癒着、

前眼部その他、vanHeric 法、特記事項 

（一次検診内容） 

一次陥凹拡大右、一次陥凹拡大左、一次陥凹の左右差右、一次陥凹の左右差左、一次乳頭

辺縁部の菲薄化右、一次乳頭辺縁部の菲薄化左、一次乳頭辺縁部のノッチ形成右、一次乳

頭辺縁部のノッチ形成左、一次乳頭辺縁部出血右、一次乳頭辺縁部出血左、一次網膜神経

線維層欠損右、一次網膜神経線維層欠損左、一次眼底透見困難右、一次眼底透見困難左、

一次眼圧が 20mmHg 以上、一次隅角閉塞疑い、一次緑内障性視神経障害疑い、一次検診判

定、一次検診眼疾患 

（二次検診内容） 

二次陥凹拡大右、二次陥凹拡大左、二次陥凹の左右差右、二次陥凹の左右差左、二次乳頭

辺縁部の菲薄化右、二次乳頭辺縁部の菲薄化左、二次乳頭辺縁部ノッチ形成右、二次乳頭

辺縁部ノッチ形成左、二次乳頭辺縁部出血右、二次乳頭辺縁部出血左、二次網膜神経線維

層欠損右、二次網膜神経線維層欠損左、二次眼底透見困難右、二次眼底透見困難左、二次

眼圧が２０mmHg 以上、二次隅角閉塞疑い、二次緑内障性視神経障害疑い、二次検診判定、

二次検診眼疾患、画像評価 

 

＜特定健康診査＞ 

（健診結果） 

西暦年度、受診日、受診日年齢、年度末年齢、受診時国保区分、受診券整理番号、受診券

有効期限、受診券発行保険者番号、受診種別、健診方式、医療機関名、月区分、情報提供

の方法、初回面接実施、身体計測、身長、体重、標準体重、肥満度分類、ＢＭＩ、腹囲、

内臓脂肪面積、内臓脂肪判定、診察、既往歴、具体的な既往歴、自覚症状、具体的な自覚

症状、他覚症状、具体的な他覚症状、血圧等、血圧 (収縮期) １回目、血圧 (拡張期) １

回目、血圧分類 １回目、血圧 (収縮期) ２回目、血圧 (拡張期) ２回目、血圧分類 ２

回目、血圧 (収縮期) その他、血圧 (拡張期) その他、血圧分類 その他、血圧判定 

（血液検査） 

採血時間（食後）、生化学検査、中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール、

脂質判定、ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロール、総コレステロール、ＧＯＴ(ＡＳＴ)、ＧＰＴ

(ＡＬＴ)、γ－ＧＴ(γ－ＧＴＰ)、肝機能判定、血糖検査、空腹時血糖、随時血糖、Ｈｂ

Ａ１ｃ（ＪＤＳ値）、ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ値）、血糖判定、尿検査、尿糖、尿蛋白、血液

像検査、ヘマトクリット、ヘモグロビン、赤血球数、貧血判定、貧血検査実施理由、血清

クレアチニン、eGFR、eGFR 重症度、血清クレアチニン（対象者）、血清クレアチニン実施理

由 

（心電図・眼底・医師の判断） 
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心電図検査、心電図所見の有無、心電図所見、心電図検査実施理由、心電図（対象者）、眼

底検査、眼底 ＫＷ、眼底 Ｈ、眼底 Ｓ、眼底 ＳＣＯＴＴ、眼底 ＷＯＮＧ、眼底 Ｄ

ＡＶＩＳ、眼底所見、眼底検査実施理由、眼底（対象者）、医師の判断、メタボリックシン

ドローム判定、保健指導レベル、保健指導レベル（健診機関）、医師の判断、判断した医師

の氏名、支援相当該当区分、服薬確認者（血糖）、服薬確認者（脂質）、服薬確認者（血圧）、

除外確認年月日 

（問診） 

薬剤治療の有無（血圧）、薬剤名（血圧）、服薬理由（血圧）、薬剤治療の有無（血糖）、薬

剤名（血糖）、服薬理由（血糖）、薬剤治療の有無（脂質）、薬剤名（脂質）、服薬理由（脂

質）、脳卒中の罹患・治療あり、心臓病の罹患・治療あり、腎不全の罹患・治療あり、貧血

といわれたことがある、タバコを習慣的に吸っている、20 歳の時から 10Kg 以上増加、30

分以上の運動を週 2 日以上、1 年以上実施、日常生活において歩行又は同等の身体活動を

1 日 1 時間以上実施、同世代の同性と比較して歩く速度が速い、食事をかんで食べるとき

の状態、人と比較して食べる速度が速い、就寝前の食事が週に３回以上、朝昼夕以外に間

食や飲み物を摂取、朝食を抜くことが週３回以上、お酒を飲む程度、１日あたりの飲酒量、

睡眠で休養が得られている、生活習慣を改善してみようと思う、生活習慣（運動）を改善

してみようと思う、生活習慣（食事）を改善してみようと思う、生活習慣（喫煙）を改善

してみようと思う、保健指導を利用する、１年間で体重の増減が±3Kg 以上、夕食後の間

食が週３回以上 

（優先順位付け項目） 

年齢が比較的若い、保健指導レベルが悪化、生活習慣改善の必要性が高い、前年度対象で

あったが指導未受診、優先付け項目⑤、優先付け項目⑥、優先付け項目⑦、優先付け項目

⑧、優先付け項目⑨、優先付け項目⑩ 

（その他情報） 

診断名・指導区分、診断名、指導区分、服薬歴、服薬種別、喫煙歴、喫煙区分、喫煙本数、

喫煙年数、情報提供（受診の必要性を含む）、個別の働きかけ、特定保健指導以外での指導 

（特定健診機関情報） 

特定健診機関番号、特定健診機関名称、特定健診機関郵便番号、特定健診機関所在地、特

定健診機関電話番号 

（受診者・保険証情報） 

保険者番号、被保険者証等記号、被保険者証等番号、受診者氏名、受診者郵便番号、受診

者住所 

（データ取り込み情報） 

国保連から取込み、国保連からの取込み日、健診機関から取込み、健診機関からの取込み

日、実施区分 

（自動計算項目） 

血圧 (収縮期)優先、血圧 (拡張期)優先、血圧分類 優先、腹囲該当、腹囲対象外、ＢＭ

Ｉ該当、喫煙該当、薬剤血糖該当、薬剤脂質該当、薬剤血圧該当、服薬なしの保健指導レ

ベル、評価対象、特定健診受診対象 

（追加項目） 
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集団）病気（肝臓病）、集団）病気（痛風）、集団）自覚症状、集団）採血番号、集団）採

血時間（食後）、集団）心電図番号、心電図所見、心電図所見（判定）、集団）眼底番号、

眼底判定、集団）診察所見、尿酸、血小板、尿潜血、集団）追加心電図、集団）追加眼底、

集団）追加貧血・既往症、集団）追加貧血・視診、集団）追加血清クレアチニン、集団）

支払上の受診月、集団）保険者番号 2、貧血詳細、心電図詳細、クレアチニン詳細、眼底詳

細、個別）カード区分、個別）眼底依頼、個別）眼底所見、個別）眼底糖尿病性、個別）

血糖検査種別、個別）赤血球所見、個別）血色素所見、個別）ヘマトクリット所見、個別）

血糖所見、個別）血小板所見、個別）ＨｂＡ１ｃ所見、個別）総コレステロール所見、個

別）ＨＤＬコレステロール所見、個別）中性脂肪所見、個別）血清クレアチニン所見、個

別）ＧＯＴ(ＡＳＴ)所見、個別）ＧＰＴ(ＡＬＴ)所見、個別）γ－ＧＴ(γ－ＧＴＰ)所見、

個別）尿酸所見、個別）胸部Ｘ線、個別）結核、個別）総合判定、個別）要指導（循環器）、

個別）要指導（Ｘ線）、個別）要指導（貧血）、個別）要指導（血糖）、個別）要指導（脂質）、

個別）要指導（腎機能）、個別）要指導（肝機能）、個別）要指導（診察所見）、個別）要指

導（身体検査）、個別）要指導（尿検査）、個別）保健指導場所、個別）要医療（循環器）、

個別）要医療（Ｘ線）、個別）要医療（貧血）、個別）要医療（血糖）、個別）要医療（脂質）、

個別）要医療（腎機能）、個別）要医療（肝機能）、個別）要医療（診察所見）、個別）要医

療（身体検査）、個別）要医療（尿検査）、個別）家族歴（有無）、個別）既往歴（有無）、

個別）自覚（有無）、個別）飲酒頻度、個別）飲酒量（日本酒）、個別）飲酒量（ビール）、

個別）飲酒量（ウイスキー）、個別）飲酒期間、個別）受付日、個別）受付番号、個別）検

診分類、個別）ＬＤＬコレステロール所見、個別）甲状腺、個別）腹囲所見、個別）Ｘ線

実施区分、個別）眼底片目両目、個別）eGFR 所見、個別）ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロール

所見、個別）血糖検査種別（～Ｈ２９）、個別）健診有効期限、個別）家族歴、個別）家族

歴（病名）、個別）家族歴（父母）、個別）家族歴（祖父母）、個別）家族歴（兄弟）、個別）

家族歴（子供）、個別）既往歴、個別）既往歴（病名）、個別）既往歴（年齢）、個別）自覚

症状、個別）自覚症状、個別）理学所見、個別）理学所見、その他項目、集団）個人番号、

集団）自宅ＴＥＬ、負担金区分 

 

＜後期高齢者健康診査＞ 

（健診結果） 

西暦年度、受診日、受診日年齢、年度末年齢、受診時国保区分、受診券整理番号、受診券

有効期限、受診券発行保険者番号、健診方式、医療機関名、月区分、情報提供の方法、初

回面接実施、身体計測、身長、体重、標準体重、肥満度分類、ＢＭＩ、腹囲、内臓脂肪面

積、内臓脂肪判定、診察、既往歴、具体的な既往歴、自覚症状、具体的な自覚症状、他覚

症状、具体的な他覚症状、血圧等、血圧 (収縮期) １回目、血圧 (拡張期) １回目、血

圧分類 １回目、血圧 (収縮期) ２回目、血圧 (拡張期) ２回目、血圧分類 ２回目、

血圧 (収縮期) その他、血圧 (拡張期) その他、血圧分類 その他、血圧判定 

（血液検査） 

採血時間（食後）、生化学検査、中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール、

脂質判定、ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロール、総コレステロール、ＧＯＴ(ＡＳＴ)、ＧＰＴ

(ＡＬＴ)、γ－ＧＴ(γ－ＧＴＰ)、肝機能判定、血糖検査、空腹時血糖、随時血糖、Ｈｂ
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Ａ１ｃ（ＪＤＳ値）、ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ値）、血糖判定、尿検査、尿糖、尿蛋白、血液

像検査、ヘマトクリット、ヘモグロビン、赤血球数、貧血判定、貧血検査実施理由、血清

クレアチニン、eGFR、eGFR 重症度、血清クレアチニン（対象者）、血清クレアチニン実施理

由 

（心電図・眼底・医師の判断） 

心電図検査、心電図所見の有無、心電図所見、心電図検査実施理由、心電図（対象者）、眼

底検査、眼底 ＫＷ、眼底 Ｈ、眼底 Ｓ、眼底 ＳＣＯＴＴ、眼底 ＷＯＮＧ、眼底 Ｄ

ＡＶＩＳ、眼底所見、眼底検査実施理由、眼底（対象者）、医師の判断、メタボリックシン

ドローム判定、保健指導レベル、保健指導レベル（健診機関）、医師の判断、判断した医師

の氏名、支援相当該当区分、服薬確認者（血糖）、服薬確認者（脂質）、服薬確認者（血圧）、

除外確認年月日 

（問診） 

2020 年度以降の質問票、あなたの現在の健康状態、毎日の生活に満足しているか、１日３

食きちんと食べているか、半年前より固いものが食べにくい、お茶や汁物等でむせること

がある、半年で２～３kg 以上の体重減少、以前より歩く速度が遅くなった、この１年間に

転んだことがあるか、運動を週に１回以上しているか、物忘れがあると言われるか、何月

何日かわからない時があるか、たばこを吸うか、週に１回以上は外出しているか、家族や

友人と付き合いがあるか、体調が悪い時相談できる人がいる、過去の問診、薬剤治療の有

無（血圧）、薬剤名（血圧）、服薬理由（血圧）、薬剤治療の有無（血糖）、薬剤名（血糖）、

服薬理由（血糖）、薬剤治療の有無（脂質）、薬剤名（脂質）、服薬理由（脂質）、脳卒中の

罹患・治療あり、心臓病の罹患・治療あり、腎不全の罹患・治療あり、貧血といわれたこ

とがある、タバコを習慣的に吸っている、20 歳の時から 10Kg 以上増加、30 分以上の運動

を週 2 日以上、1 年以上実施、日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以

上実施、同世代の同性と比較して歩く速度が速い、１年間で体重の増減が±3Kg 以上、人

と比較して食べる速度が速い、就寝前の食事が週に３回以上、夕食後の間食が週３回以上、

朝食を抜くことが週３回以上、お酒を飲む程度、１日あたりの飲酒量、睡眠で休養が得ら

れている、生活習慣を改善してみようと思う、生活習慣（運動）を改善してみようと思う、

生活習慣（食事）を改善してみようと思う、生活習慣（喫煙）を改善してみようと思う、

保健指導を利用する、食事をかんで食べるときの状態、朝昼夕以外に間食や飲み物を摂取 

（優先順位付け項目） 

年齢が比較的若い、保健指導レベルが悪化、生活習慣改善の必要性が高い、前年度対象で

あったが指導未受診、優先付け項目⑤、優先付け項目⑥、優先付け項目⑦、優先付け項目

⑧、優先付け項目⑨、優先付け項目⑩ 

（その他情報） 

診断名・指導区分、診断名、指導区分、服薬歴、服薬種別、喫煙歴、喫煙区分、喫煙本数、

喫煙年数、情報提供（受診の必要性を含む）、個別の働きかけ、特定保健指導以外での指導 

（特定健診機関情報） 

特定健診機関番号、特定健診機関名称、特定健診機関郵便番号、特定健診機関所在地、特

定健診機関電話番号 

（受診者・保険証情報） 
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保険者番号、被保険者証等記号、被保険者証等番号、受診者氏名、受診者郵便番号、受診

者住所 

（データ取り込み情報） 

国保連から取込み、国保連からの取込み日、健診機関から取込み、健診機関からの取込み

日、実施区分 

（自動計算項目） 

血圧 (収縮期)優先、血圧 (拡張期)優先、血圧分類 優先、腹囲該当、腹囲対象外、ＢＭ

Ｉ該当、喫煙該当、薬剤血糖該当、薬剤脂質該当、薬剤血圧該当、服薬なしの保健指導レ

ベル、評価対象、特定健診受診対象 

（追加項目） 

集団）病気（肝臓病）、集団）病気（痛風）、集団）自覚症状、集団）採血番号、集団）採

血時間（食後）、集団）心電図番号、心電図所見、心電図所見（判定）、集団）眼底番号、

眼底判定、集団）診察所見、尿酸、血小板、尿潜血、集団）追加心電図、集団）追加眼底、

集団）追加貧血・既往症、集団）追加貧血・視診、集団）追加血清クレアチニン、集団）

支払上の受診月、集団）保険者番号 2、貧血詳細、心電図詳細、クレアチニン詳細、眼底詳

細、個別）カード区分、個別）眼底依頼、個別）眼底所見、個別）眼底糖尿病性、個別）

血糖検査種別、個別）赤血球所見、個別）血色素所見、個別）ヘマトクリット所見、個別）

血糖所見、個別）血小板所見、個別）ＨｂＡ１ｃ所見、個別）総コレステロール所見、個

別）ＨＤＬコレステロール所見、個別）中性脂肪所見、個別）血清クレアチニン所見、個

別）ＧＯＴ(ＡＳＴ)所見、個別）ＧＰＴ(ＡＬＴ)所見、個別）γ－ＧＴ(γ－ＧＴＰ)所見、

個別）尿酸所見、個別）胸部Ｘ線、個別）結核、個別）総合判定、個別）要指導（循環器）、

個別）要指導（Ｘ線）、個別）要指導（貧血）、個別）要指導（血糖）、個別）要指導（脂質）、

個別）要指導（腎機能）、個別）要指導（肝機能）、個別）要指導（診察所見）、個別）要指

導（身体検査）、個別）要指導（尿検査）、個別）保健指導場所、個別）要医療（循環器）、

個別）要医療（Ｘ線）、個別）要医療（貧血）、個別）要医療（血糖）、個別）要医療（脂質）、

個別）要医療（腎機能）、個別）要医療（肝機能）、個別）要医療（診察所見）、個別）要医

療（身体検査）、個別）要医療（尿検査）、個別）家族歴（有無）、個別）既往歴（有無）、

個別）自覚（有無）、個別）飲酒頻度、個別）飲酒量（日本酒）、個別）飲酒量（ビール）、

個別）飲酒量（ウイスキー）、個別）飲酒期間、個別）受付日、個別）受付番号、個別）検

診分類、個別）ＬＤＬコレステロール所見、個別）甲状腺、個別）腹囲所見、個別）Ｘ線

実施区分、個別）眼底片目両目、個別）eGFR 所見、個別）ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロール

所見、個別）血糖検査種別（～Ｈ２９）、個別）健診有効期限、個別）家族歴、個別）家族

歴（病名）、個別）家族歴（父母）、個別）家族歴（祖父母）、個別）家族歴（兄弟）、個別）

家族歴（子供）、個別）既往歴、個別）既往歴（病名）、個別）既往歴（年齢）、個別）自覚

症状、個別）自覚症状、個別）理学所見、個別）理学所見、その他項目、集団）個人番号、

集団）自宅ＴＥＬ、負担金区分 

 

＜もの忘れ健診（一次）＞ 

（検診結果） 

西暦年度、受診日、月区分、検診方式、実施医療機関、一次調査判定、認知症治療中有無、
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介護サービス利用有無、特記事項 

（設問） 

一次調査項目１（昨年比較、物を置いた場所）、一次調査項目２（昨年比較、日付や曜日）、

一次調査項目３（昨年比較、ここ数日の事）、一次調査項目４（昨年比較、家族の名前）、

一次調査項目５（通常の食事・・・）、一次調査項目６（すべての衣服・・・）、一次調査

項目７（便意を感じた時・・・）、一次調査項目８（尿意を感じた時・・・）、一次調査項

目９（手洗い、洗顔・・・）、一次調査項目１０（介助や見守り・・・）、一次調査項目１

１（自分で電話番号・・・）、一次調査項目１２（何かの行事の・・・）、一次調査項目１

３（何かの世話係・・・）、一次調査項目１４（ひとりでバスや・・・）、一次調査項目１

５（見知らぬ場所・・・）、一次調査項目１６（決まった分量・・・）、一次調査項目１７

（家賃や公共料金・・・）、一次調査項目１８（日用品の買い物・・・）、一次調査項目１

９（請求書の支払い・・・）、一次調査項目２０（銀行預金、郵便・・・）、一次調査項目

２１（年金や税金の・・・）、一次調査項目２２（自分で食事の・・・）、一次調査項目２

３（自分で掃除ができる）、一次調査項目２４（洗濯物・食器など・・・）、一次調査項目

２５（手紙や文章を・・・） 

 

＜もの忘れ健診（二次）＞ 

（検診結果） 

西暦年度、受診日、月区分、検診方式、実施医療機関、受診番号、負担金区分、判定、か

かりつけ医判定、かかりつけ医所見、医師名、ＭＭＳＥ検査判定、検診日、処理日、判定

会年月日、判定会結果、精密検査要否、ＤＬＢ点数、ＤＬＢ疑い、特記事項 

（設問） 

設問１年 ：今年は何年ですか、設問１季節：今の季節は何ですか、設問１曜日：今日は

何曜日ですか、設問１月 ：今日は何月ですか、設問１日 ：今日は何日ですか、設問２

県 ：ここは何県ですか、設問２市 ：ここは何市ですか、設問２病院：ここは何病院で

すか、設問２階 ：ここは何階ですか、設問２地方：ここは何地方ですか、設問３  ：

物品名、設問４  ：１００から順に７を引く（５回まで）、設問５  ：設問３で提示し

た物品名を再度復唱させる、設問６時計：（時計を見せながら）これは何ですか、設問６鉛

筆：（鉛筆を見せながら）これは何ですか、設問７  ：文章を繰返す「みんなで力を合わ

せて綱を引きます」、設問８第一：「右手にこの紙を持ってください」、設問８第二：「それ

を半分に折りたたんでください」、設問８第三：「机の上に置いてください」、設問９  ：

「目を閉じてください」、設問１０ ：（何か文章を書いてください）、設問１１ ：（何か

図形を書いてください）、得点合計 

 

＜検診マスタ＞ 

（日次更新項目） 

西暦年度、当初年月日、受診券番号、世帯番号、抜き取り区分、帳票区分、健診区分、国

籍区分、カナ氏名、漢字氏名、外字フラグ、町丁コード、字コード、郵便番号、住所、方

書、生年月日、性別、年齢、受給者該当、負担金区分、マスタ登録年月日、選択項目該当、

基本資格、肝炎資格、前立腺資格、肺資格、胃資格、大腸資格、乳資格、子宮資格、歯資
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格、骨粗資格、聴力資格、緑内障資格、もの忘れ資格、国保フラグ、国保記番、生保フラ

グ、後期フラグ、後期被保番、新受診券番号、被扶養フラグ、校下コード、保健所コード、

記号（外部提供用）、番号（外部提供用）、課税非課税区分、胃がん検診 X 線年齢該当、胃

がん検診内視鏡年齢該当、胃がんペプシノゲン検診年齢該当、肺がん検診 CT 年齢該当、口

腔機能検査年齢該当 

（発行最新項目） 

【発行最新】西暦年度、【発行最新】退避日、【発行最新】宛名番号、【発行最新】受診券番

号、【発行最新】世帯番号、【発行最新】抜き取り区分、【発行最新】帳票区分、【発行最新】

健診区分、【発行最新】国籍区分、【発行最新】カナ氏名、【発行最新】漢字氏名、【発行最

新】外字フラグ、【発行最新】町丁コード、【発行最新】字コード、【発行最新】郵便番号、

【発行最新】住所、【発行最新】方書、【発行最新】生年月日、【発行最新】性別、【発行最

新】年齢、【発行最新】受給者該当、【発行最新】負担金区分、【発行最新】マスタ登録年月

日、【発行最新】選択項目該当、【発行最新】基本資格、【発行最新】肝炎資格、【発行最新】

前立腺資格、【発行最新】肺資格、【発行最新】胃資格、【発行最新】大腸資格、【発行最新】

乳資格、【発行最新】子宮資格、【発行最新】歯資格、【発行最新】骨粗資格、【発行最新】

聴力資格、【発行最新】緑内障資格、【発行最新】もの忘れ資格、【発行最新】国保フラグ、

【発行最新】国保記番、【発行最新】生保フラグ、【発行最新】後期フラグ、【発行最新】後

期被保番、【発行最新】新受診券番号、【発行最新】被扶養フラグ、【発行最新】校下コード、

【発行最新】保健所コード、【発行最新】記号（外部提供用）、【発行最新】番号（外部提供

用）、【発行最新】課税非課税、【発行最新】胃がん検診 X 線年齢該当、【発行最新】胃がん

検診内視鏡年齢該当、【発行最新】胃ペプシノゲン検診年齢該当、【発行最新】肺がん検診

CT 年齢該当、【発行最新】口腔機能検査年齢該当 

（当初発行項目） 

【当初】西暦年度、【当初】退避日、【当初】宛名番号、【当初】受診券番号、【当初】世帯

番号、【当初】抜き取り区分、【当初】帳票区分、【当初】健診区分、【当初】国籍区分、【当

初】カナ氏名、【当初】漢字氏名、【当初】外字フラグ、【当初】町丁コード、【当初】字コ

ード、【当初】郵便番号、【当初】住所、【当初】方書、【当初】生年月日、【当初】性別、【当

初】年齢、【当初】受給者該当、【当初】負担金区分、【当初】マスタ登録年月日、【当初】

選択項目該当、【当初】基本資格、【当初】肝炎資格、【当初】前立腺資格、【当初】肺資格、

【当初】胃資格、【当初】大腸資格、【当初】乳資格、【当初】子宮資格、【当初】歯資格、

【当初】骨粗資格、【当初】聴力資格、【当初】緑内障資格、【当初】もの忘れ資格、【当初】

国保フラグ、【当初】国保記番、【当初】生保フラグ、【当初】後期フラグ、【当初】後期被

保番、【当初】新受診券番号、【当初】被扶養フラグ、【当初】校下コード、【当初】保健所

コード、【当初】記号（外部提供用）、【当初】番号（外部提供用）、【当初】課税非課税、【当

初】胃がん検診 X 線年齢該当、【当初】胃がん検診内視鏡年齢該当、【当初】胃がんペプシ

ノゲン検診年齢該当、【当初】肺がん検診 CT 年齢該当、【当初】口腔機能検査年齢該当 

 

＜世帯情報＞ 

処理区分、住所コード、町内会コード、住所日本語、地番甲乙判定、地番 本番、地番 枝

番、地番 末番、地番編集区分、方書コード、方書日本語、方書バーコード、世帯主宛名番
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号、郵便番号、小学校区、中学校区、保健推進委員、民生委員、電話番号、FAX 番号、課税

世帯区分、世帯主カナ氏名、世帯予備１、世帯予備２、世帯予備３、世帯予備４、世帯予

備５ 

＜個人情報＞ 

世帯番号、宛名番号予備、世帯番号予備、処理区分、カナ氏名、漢字氏名、通称カナ氏名、

通称氏名、住民情報表示区分、生年月日、性別、続柄１、続柄２、続柄３、続柄４、異動

事由、異動日、異動届出日、住民になった事由、住民になった 異動日、住民になった 届

出日、住民でなくなった事由、住民でなくなった 異動日、住民でなくなった 届出日、

住定日 事由、住定日、住定日 届出日、住民区分、外国人判定、国籍、家族判定、家族

判定 順位、特徴判定、普徴判定、課税区分、所得割、個人用電話番号(携帯･ＰＨＳ)、校

下、個人用中学校区、Ｅメール１、Ｅメール２、転入前住所、転出後住所、総合登録番号、

送付用市内住所コード、送 郵便番号、送 丁番号、送 本番、送 枝番、送 末番、送 

住所日本語、送 方書日本語、送 方書バーコード、送 宛先人氏名、送 予備１、送 予

備２、送 予備３、送 予備４、送 予備５、送 フラグ、個人予備１、個人予備２、個

人予備３、個人予備４、個人予備５、個人情報表示設定 2、個人情報表示設定 3、個人情報

表示設定 4、個人情報表示設定 5、ソート用続柄、総合被保険者番号、外国人住民日、第 30

条 45 規定区分、在留資格、在留期間等(yymmddd)、在留期間等終了日、在留カード等番号、

氏名文字数、通称名優先氏名文字数、送付用優先氏名文字数、検索用カナ氏名、検索用通

称カナ氏名、個人住所コード、個人町内会コード、個人住所日本語、個人地番甲乙判定、

個人地番 本番、個人地番 枝番、個人地番 末番、個人地番編集区分、個人方書コード、個

人方書日本語、個人方書バーコード、個人郵便番号、統合宛名番号 

 


